
 

公示 
 

独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則（平成１５年細則(調)第８

号）に基づき下記のとおり公示します。 

 

2025年10月15日 

独立行政法人国際協力機構 

契約担当役 理事 

記 

 

１． 公示件名：モンゴル国 ICT 産業振興プロジェクト 

 

２． 競争に付する事項：企画競争説明書第１章１．のとおり 

 

３． 競争参加資格：企画競争説明書第１章３．のとおり 

 

４． 契約条項： 

「事業実施・支援業務用」契約約款及び契約書様式を参照 

 

５． プロポーザル及び見積書の提出： 

企画競争説明書第１章２．及び６．のとおり 

 

６． その他：企画競争説明書のとおり 

  



 

   

 

企画競争説明書 
 

業 務 名 称：モンゴル国ICT産業振興プロジェクト 

 

調達管理番号：25a00517 

 

【内容構成】 

第１章 企画競争の手続き 

第２章 特記仕様書案 

第３章 プロポーザル作成に係る留意事項 

 

本説明書は、「独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という。）」が民間コンサルタ

ント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法

（企画競争）について説明したものです。 

企画競争とは、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競

争参加者の能力等を総合的に評価することにより、JICAにとって最も有利な契約相手方を

選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に

係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。 

なお、本説明書の第２章「特記仕様書案」、第３章２.「業務実施上の条件」は、プロポー

ザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を

補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポ

ーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するも

のとし、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。 

 
 2024年10月版となりますので、変更点にご注意ください。 

 

 

2025年10月15日 

独立行政法人国際協力機構 

国際協力調達部 
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第１章 企画競争の手続き 
 

１. 競争に付する事項 

（１）業務名称：モンゴル国ICT産業振興プロジェクト 

（２）業務内容：「第２章 特記仕様書案」のとおり 

（３）適用される契約約款： 

「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定さ

れる業務（役務）が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、

消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに

積算してください。（全費目不課税）  

 

（４）契約履行期間（予定）：2026年1月 ～ 2029年1月 

なお、契約履行期間の分割は想定しませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュー

ルを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。 

先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期

間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に

協議のうえ決定します。 

 

（５）前金払の制限 

本契約については、契約履行期間が12ヶ月を超えますので、前金払の上限額を制

限します。 

具体的には、前金払については１年毎に分割して請求を認めることとし、それぞ

れの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記（４）の契約履行期

間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきまして

は、契約交渉の場で確認させていただきます。 

１）第１回（契約締結後）：契約金額の13％を限度とする。 

２）第２回（契約締結後13ヶ月以降）：契約金額の13％を限度とする。 

３）第３回（契約締結後25ヶ月以降）：契約金額の13％を限度とする。 

 

（６）部分払の設定1 

本契約については、１会計年度に１回部分払いを設定します。具体的な部分払の時

期は契約交渉時に確認しますが、以下を想定します。 

１）2026年度（2026年 12月頃） 

 
1 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。 
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２）2027年度（2027年 12月頃） 

 

２．担当部署・日程等 

（１）選定手続き窓口 

国際協力調達部 契約推進第一課/第二課 

電子メール宛先：outm1@jica.go.jp 

（２）事業実施担当部 

経済開発部 民間セクター開発グループ第一チーム 

（３）日程 

本案件の日程は以下の通りです。 

№ 項目 日程 

1 資料ダウンロード期限 2025年  10月  21日 まで 

2 企画競争説明書に対する質

問 

2025年  10月  22日 12時まで 

3 質問への回答 2025年  10月  27日まで 

4 本見積書及び別見積書、プロ

ポーザル等の提出期限日 

2025年  11月   7日 12時まで 

5 プレゼンテーション 2025年  11月  12日 14時～（予定） 

6 評価結果の通知日 2025年  11月  18日まで  

7 技術評価説明の申込日（順位

が第1位の者を除く） 

評価結果の通知メールの送付日の翌日か

ら起算して7営業日まで 

(申込先：

https://forms.office.com/r/6MTyT96ZHM) 

※2023年7月公示から変更となりました。 

 

３. 競争参加資格 

（１）各種資格の確認 

以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」

最新版を参照してください。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

１） 消極的資格制限 

２） 積極的資格要件 

３） 競争参加資格要件の確認 

（２）利益相反の排除 

 

https://forms.office.com/r/6MTyT96ZHM
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
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特定の排除者はありません。 

（３）共同企業体の結成の可否 

 共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の者と

します。 

なお、共同企業体の構成員（代表者を除く。）については、上記（１）の２）に規

定する競争参加資格要件のうち、１）全省庁統一資格、及び２）日本登記法人は求め

ません（契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります）。 

共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届（様式はありません。）を作成し、

プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表

者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めませ

ん。 

 

４. 資料の配付 

資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「コンサルタント等

契約の応募者向け 国際キャリア総合情報サイト PARTNER操作マニュアル」に示され

る手順に則り各自ダウンロードしてください。 

https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3

%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%9

6%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf 

提供資料： 

・第３章 プロポーザル作成に係る留意事項に記載の配付資料 

 

５. 企画競争説明書に対する質問 

（１）質問提出期限 

１）提出期限：上記２．（３）参照 

２）提出先 ：https://forms.office.com/r/9siFrbDSXQ 

注１） 公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしてい

ます。 

 

（２）質問への回答 

上記２．（３）日程の期日までに以下の JICAウェブサイト上に掲示します。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

 

６. プロポーザル等の提出 

（１）提出期限：上記２．（３）参照 

https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2F9siFrbDSXQ&data=05%7C02%7COda.Yutaro%40jica.go.jp%7C605b39c16a194c180c5908de063145d1%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638955005861327372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9Tod4GFALDgndeG8U6CeEsiwcrNACYI%2F49WAkjL9bow%3D&reserved=0
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
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（２）提出方法 

国際キャリア総合情報サイトPARTNERを通じて行います。 

（https://partner.jica.go.jp/） 

具体的な提出方法は、JICAウェブサイト「コンサルタント等契約の応募者向け 国

際キャリア総合情報サイト PARTNER操作マニュアル」をご参照ください。 

（ https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3

%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%9

6%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf） 

１） プロポーザル・見積書及びプレゼンテーション実施に必要な資料 

① 電子データ（PDF）での提出とします。 

② プロポーザルはパスワードを付けずに格納ください。 

本見積書と別見積書はPDFにパスワードを設定し格納ください。ファイル名

は「24a00123_○○株式会社_見積書（または別見積書）」としてください。 

③ 評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位

になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。パスワードは別途

メールでe-koji@jica.go.jpへ送付ください。なお、パスワードは、JICA国

際協力調達部からの連絡を受けてから送付願います。 

④ 別見積については、「第３章４．（３）別見積について」のうち、１）の経

費と２）～３）の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてく

ださい（ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくように

していただくようお願いします）。 

⑤ 別提案書（第３章４．（２）に示す上限額を超える提案）がある場合、PDFに

パスワードを設定し格納ください。なお、パスワードは、JICA国際協力調達

部からの連絡を受けてからメールでe-koji@jica.go.jpへ送付願います。 

（３）提出先 

国際キャリア総合情報サイトPARTNER（https://partner.jica.go.jp/） 

（ただし、パスワードを除く） 

（４）提出書類 

１）プロポーザル・見積書 

２）プレゼンテーション実施に必要な資料 

３）別提案書（第３章４．（２）に示す上限額を超える提案がある場合） 

 

７. 契約交渉権者決定の方法 

提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及

びその配点に基づき評価（技術評価）を行います。評価の具体的な基準や評価に当た

っての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドラ

https://partner.jica.go.jp/
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/
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イン」より以下を参照してください。 

① 別添資料１「プロポーザル評価の基準」 

② 別添資料２「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」 

③ 別添資料３「業務管理グループ制度と若手育成加点」 

技術評価点が基準点（100点満点中 60点）を下回る場合には不合格となります。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

 

また、第３章４．（２）に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには

含めず（プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします）、別提案・別

見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提案・別見積は評

価に含めません。契約交渉順位1位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開

封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。 

（１）評価配点表以外の加点について 

評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の２点について、加点・

斟酌されます。 

１）業務管理グループ制度及び若手育成加点 

 本案件においては、業務管理グループ（副業務主任者 1 名の配置）としてシニ

ア（46歳以上）と若手（35～45歳）が組んで応募する場合（どちらが業務主任者

でも可）、一律２点の加点（若手育成加点）を行います。 

２）価格点 

各プロポーザル提出者の評価点（若手育成加点有の場合は加点後の評価点）に

ついて第１位と第２位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格

を加味して契約交渉権者を決定します。 

 

８. 評価結果の通知と公表 

評価結果（順位）及び契約交渉権者を上記２．（３）日程の期日までにプロポーザ

ルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。 

 

９．フィードバックのお願いについて 

JICAでは、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサル

タントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきましては、お

手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果

通知時に、入力用Formsをご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願い

します。 

  

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
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第２章 特記仕様書案 

 

本特記仕様書（案）に記述されている「脚注」及び本項の「【１】本業務に係るプ

ロポーザル作成上の留意点」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際

に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、

契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。 

また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映す

るため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様

書」となります。 

【１】 本業務に係るプロポーザル作成上の留意点 

不明・不明瞭な事項はプロポーザル提出期限日までの質問・回答にて明確にしま

す。 

プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第３章 プロポー

ザル作成に係る留意事項」を参照してください。 

 

1．企画・提案を求める水準 

☒ 応募者は、本特記仕様書（案）に基づき、発注者が相手国実施機関と討議議事

録 (以下､｢R/D｣）で設定したプロジェクトの目標、成果、主な活動に対して、

効果的かつ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案し

てください。 

   

2．プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容 

➢ 本業務において、特に以下の事項について、コンサルタントの知見と経験に

基づき、第３章１.（２）「２）業務実施の方法」にて指定した記載分量の

範囲で、次のリストの項目について、具体的な提案を行ってください。詳細

については本特記仕様書（案）を参照してください。 

  

№ 提案を求める事項 特記仕様書（案）での該当条項 

１ 統括団体の設立とプロジェクト

終了後の自立的運営も踏まえた

効果的なWG・Sub-WGs運営・管理

手法の提案 

第 3条 2（2）ワーキンググループ（WG）と

サブワーキンググループの運営 

 

（以下は関連する条項） 

第 3条 2（3）プロジェクトの柔軟性の確保 

第 3条 2（10）C/Pのオーナーシップの確保 

第 3条 2（11）現地リソースの活用 
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第 4条 2（1）②成果１に関わる活動 

２ プロジェクト終了後の実施機関

による自立的運営も踏まえた海

外市場展開支援プログラム、リ

ージョナルアクセラレータープ

ログラム、ナショナルアクセラ

レータープログラム、ハッカソ

ンイベントの設計・運営方針、

プログラム案の提案 

第 3条 2（5）海外展開支援プログラム、リ

ージョナルアクセラレータープログラム、

ナショナルアクセラレータープログラム、

ハッカソンイベント運営（成果３、４、

５） 

 

（以下は関連する条項） 

第 3条 2（6）中央アジア市場展開の対象国

（成果３、４） 

第 3条 2（10）C/Pのオーナーシップの確保 

第 3条 2（11）現地リソースの活用 

第 4条 2（1）④成果３に関わる活動 

第 4条 2（1）⑤成果４に関わる活動 

第 4条 2（1）⑥成果５に関わる活動 

 

3．その他の留意点 

➢ プロポーザルにおいては、本特記仕様書（案）の記載内容と異なる内容の提

案も認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、

併せてその優位性／メリットについての説明を必ず記述してください。 

➢ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断され

る場合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業

務計画を、プロポーザルにて記載して下さい。現行のコンサルタント等契約

制度において、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。 

① 特殊傭人費（一般業務費）での傭上。 

② 直接人件費を用いた、業務従事者としての配置（個人。法人に所属する個人も

含む）（第３章「２.業務実施上の条件」参照）。 

③ 共同企業体構成員としての構成（法人）（第１章「３.競争参加資格」参照）。 

➢ 現地再委託することにより業務の効率、精度、質等が向上すると考えられる

場合、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・

NGOに再委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書

（案）記載の項目・規模を超えて現地再委託にて実施することが望ましいと

考える業務がある場合、理由を付してプロポーザルにて提案してください。 

 

➢ ☒ プロポーザル作成にあたっては、本特記仕様書(案)に加えて、詳細計画策定調
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査報告書等の関連資料を参照してください。 

 

【２】特記仕様書（案） 

（契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な

「特記仕様書」を作成します。） 

 

第１条 業務の目的 

「第２条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第３条 実施方針

及び留意事項」を踏まえ、「第４条 業務の内容」に記載される活動の実施によ

り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目

標達成に資することを目的とする。 

 

第２条 業務の背景 

別紙「案件概要表」のとおり。 

・詳細計画策定調査実施時期：2025年5月/6月 

・RD署名：2025年9月26日 

 

 

☒別紙「案件概要表」と本紙「【２】特記仕様書（案）」の記載間の齟齬がある場

合は、本紙「【２】特記仕様書（案）」の記載が優先される。  

 

第３条 実施方針及び留意事項 

１．共通留意事項 

別紙「共通留意事項」のとおり。 

 

２．本業務に係る実施方針及び留意事項 

（１）本プロジェクトの対象セクター 

本プロジェクトはモンゴルにおけるICT産業の発展を目指し実施するが、ここでの

「ICT産業」の定義は日本標準産業分類（2023年7月告示）上の大分類「G情報通信

業」とする。また、各成果に係る活動の対象としては、同定義より通信業を除く

「IT産業」とすることで実施機関と合意している。ただし、ICT産業・デジタル産

業・DXが今後も伸張することも踏まえ、必要に応じてカウンターパート（C/P）と協

議し、通信業事業者や関連産業事業者の各種活動への参画、連携、協力も柔軟に行

っていくこととする。 

（２）ワーキンググループ（WG）とサブワーキンググループ（Sub-WGs）設置と運
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営2 

本プロジェクトでは、モンゴルICT産業における現地関係者間の連携・協働を促進

し、効果的な政策形成・実施、ビジネス環境整備に向けた官民対話を促進すべく、

WGおよびSub-WGsを立上げて運営・管理を行う。また、それらの運営・管理を通し

て、本プロジェクト終了後には既存のモンゴルIT産業の民間企業・各種団体を取り

まとめて産業発展を率先する統括団体（”umbrella organization”）が設立される

ことを目指していく。これら目的を踏まえた運営がなされるよう留意が必要とな

る。特に、統括団体設立に向けてC/Pや現地関係者のオーナーシップを確保し、現地

リソース主体の運営体制構築と能力強化が進むよう工夫する必要がある。 

WG事務局はデジタル開発・イノベーション・通信省（MDDIC）、National 

Information Technology Park Mongolia（ITパーク）およびJICA専門家（受注者）

により構成し、MDDIC及び民間企業・団体から共同議長、ITパークから副議長を選出

する。WGの下にテーマ毎の分科会であるSub-WGsを設置する。Sub-WGsの設置数は基

本的には成果２、３、４、５に紐づき４グループとするが、運営の効率性や合理性

を踏まえて調整すること。各Sub-WGsにおいてもそれぞれ議長を設置する。 

WG・Sub-WGsの構成員は、政府機関からは実施機関や関係機関であるMDDIC、ITパ

ーク、経済・開発省、内閣官房、道路・運輸省、家族・労働・社会保障省、国家デ

ータセンター、E-Mongolia Academy、ウランバートル市やフンヌ市等の地方自治体

を想定。また民間企業・団体についてはIT産業大手企業、中堅企業、中小零細企

業、スタートアップ、業界団体から、幅広く募集して参加を促す。 

受注者はWG・Sub-WGsの運営計画案を事務局、JICA本部・モンゴル事務所と事前に

協議を行い策定し、第1回目WGにて運営計画を協議に諮り、決定すること。また、第

1回WGにて決定した同方針に基づき、それ以降のSub-WGsの運営を行うこと。 

Sub-WGsは各成果の達成に向けた課題、解決策や活動を協議し、Sub-WGs単位で年

度初めに活動計画を策定して、構成員が各活動を協働して実施するよう留意した運

営・管理が必要となる。また、年度単位で活動計画を改定・実施を繰り返してPDCA

サイクルを回し、協働を通して構成員が組織学習や協力関係を深化させ、同時に実

施機関も運営管理能力や政策形成・実施能力を強化させていくことに留意した運営

計画の設計と運営・管理が必要となる。また、管理に際しては、Work Breakdown 

Structure（WBS）等のプロジェクト管理ツールや政策マトリックスのフレームワー

ク等を活用し、プロジェクト管理の柔軟性を確保しつつ、介入効果の発現に向けて

活動の方向性がぶれないよう工夫が必要となる点に留意すること。 

また、活動1-4に記載の議題についても、成果2・5に関わるSub-WG等、適切なSub-

 
2 成果１におけるWG・Sub-WGsを効果的、効率的に運営・管理し、統括団体を設立するための方針やシナリ

オ、運営計画素案について、プロポーザルにて提案すること。また、提案内容には、WG・Sub-WGs運営を成功

裏に進めるためのポイント・留意事項も含めること。 
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WGにおいて解決策・活動を協議することとする（2027年で期間が終了するデジタル

ネーション構想の成果レビュー、民間の持つデータ取引・活用にかかる法制度・規

制整備、国家AI戦略に則って倫理的で安全なAI活用に関わる政策整備等）。 

 

＜WG・Sub-WGs体制図の想定＞ 

 

（３）プロジェクトの柔軟性の確保  

技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/Pのパフォーマンスやプロ

ジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更してい

くことが必要となる。特に本プロジェクトが対象とするICT産業の速い変化を考慮

すると、なおさら柔軟性は欠かせない。ICT産業においては、市場が求める技術や

サービスの変化のスピードが早く、モンゴルにおける優先分野の変更や拡充が生じ

ることが想定されうる。 

加えて本プロジェクトでは、モンゴルICT産業に関わる多様な現地関係者から構

成されるWGおよびSub-WGsが設置され、各成果の達成に向けた具体的な活動内容が

現地関係者主導で協議、計画され、協働で実施されることを想定している。したが

って、現地関係者の課題や関心が多岐にわたり、活動案の提案も多岐にわたる可能

性がある。 

この点を踏まえ、受注者は、プロジェクト運営、進捗、成果の発現状況を把握、

管理する際には、WBS等のプロジェクト管理ツールを有効活用し、多様な活動と手

段を柔軟に検討、推進しつつ、プロジェクト目標達成と介入成果発現に向けて活動

の方向性がぶれないよう留意したプロジェクト運営・管理を行うこと。  
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（４）IT産業振興法3の施行促進 

IT産業振興法は2024年に施行されたが、投資法等の関連法制度との整合性が取れ

ていない他、税務・財務上の優遇策に関連しては2025年6月現在、モンゴル政府に

おいて税制度改革が並行して推進されており、今後、新税制度のもとでのIT産業振

興法施行に関わる予算補填状況、及び新税制度の実効性に関わり、新税制度の関係

省庁との調整状況も確認していく必要がある。また、施行促進をめぐっては、実施

機関が課題のボトルネックや解決方法を把握できていない可能性があり、実施機関

との協議や課題分析を丁寧に行ってボトルネックを把握し、課題解決に向けたプロ

セスへの助言や管理が必要となっている。また、実施機関の能力次第では、国際的

なグッドプラクティスを示すだけではなく、法制度や細則の改正に関する助言や提

言を提供するとともに、法制度や細則の修正案を策定する。 

（５）海外市場展開支援プログラム、リージョナルアクセラレータープログラム、

ナショナルアクセラレータープログラム、ハッカソンイベント運営（成果３、

４、５）4 

モンゴルのICT産業・スタートアップの課題として、創業段階以降の成長軌道の

モデルや成功企業事例にかかる知見が蓄積されておらず、またエコシステム内で知

見やノウハウが継承されていないことが挙げられる。それを踏まえ、本プロジェク

トではIT企業の成長ステージに合わせた課題解決が促進されるよう支援プログラム

を準備し、それぞれのプログラムを順々に参加・終了して成功裏に事業規模拡大を

果たしていくことで成長軌道が示され、モデルケースが形成されるよう環境整備を

進めることとしている。また、その際には成功企業の経営層がメンターとして活躍

する等、知見やノウハウが次世代に継承・循環されるようエコシステムが整備され

ることも重要と認識している。それらを踏まえて、本プロジェクトでは、創業期・

事業組成期から順にハッカソンイベント（成果５）、ナショナルアクセラレーター

プログラム（成果４）、リージョナルアクセラレータープログラム（成果４）、海

外市場展開支援プログラム（成果３）の４つの支援プログラムを設計、実施してい

くこととして、実施機関と合意している。 

また、本プロジェクト終了後には、各プログラムはITパークの提供する支援サー

ビスとして実装されるように推進することを実施機関とは合意している。したがっ

 
3 「IT産業振興法」とはIT産業振興を目的とし、IT産業に従事する企業・人材育成、資金源多様化、投資環境

整備に向けた政府の支援策を規定したもの。同法律では「バーチャルゾーン」というオンラインプラットフ

ォームが設置され、バーチャルゾーンに登録したIT産業企業は同法律にて規定された各種支援を受けること

が出来る。また、AI等の製品・サービス開発・実証に向けては規制のサンドボックスが設けられると規定さ

れている。 
4 成果３、４、５における海外市場展開支援、リージョナルアクセラレータープログラム、ナショナルアクセ

ラレータープログラム、ハッカソンイベントの設計・運営の方針、各プログラム素案について、プロポーザ

ルにて提案すること。また、海外市場展開支援プログラム、リージョナルアクセラレータープログラムにお

いては、下記第３条２（６）にしたがって、現時点で最適と考える対象国を選定の上、設計・運営の方針、

各プログラム素案を提案すること。 
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て、プログラム設計・実施に際しては、主催・運営者としてのITパークのオーナー

シップの確保や能力強化が重要であり、現地リソースを最大限活用して企画・運営

する体制を構築出来るよう支援する必要がある。また、本プロジェクトに先行して

実施された調査「ICT産業・デジタル産業及びスタートアップ振興情報収集・確認

調査」（2023年～2025年）（以下、基礎調査）においては、各プログラムに対応し

たパイロットプロジェクトが実施されており、運営の教訓やアセットを有効活用し

ていく必要がある。 

また、ナショナルアクセラレータープログラムやリージョナルアクセラレーター

プログラムについては、実施機関の要望に応じて、国際的なアクセラレーターを誘

致して共同開催することも検討すること。加えてMDDICは地方都市におけるイノベ

ーションハブ運営と地方クラスター形成促進を進めており、地方自治体職員や地方

の起業家のプログラム参加も促すよう留意すること。 

 

＜各プログラムの対象ステージの想定＞ 

 

（６）中央アジア市場展開の対象国（成果３、４） 

基礎調査の結果も踏まえて、実施機関とはウズベキスタンおよびカザフスタンを

優先的な対象国候補として合意した一方、実施機関やモンゴル企業からはキルギス

も有力展開先であるとの見解も示している。これらを踏まえて、受注者はウズベキ

スタン、カザフスタンを中央アジアの優先対象国として成果３および４にかかる活

動案の素案を検討しつつも、キルギス市場展開支援の可能性についてもC/PやSub-

WGと協議を行い、最終的な決定を行うこと。ただし、プロジェクト予算にて実施支

援可能なビジネストリップの対象国数は2か国を想定していることに留意する。一
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方で、ビジネストリップの訪問国にて訪問国以外の企業・団体との交流も実施され

ることは妨げるものではない。 

（７）ハッカソンイベントにて活用するデータ（成果５） 

詳細計画策定調査を通して、家族・労働・社会保障省および道路・運輸省の保有

するオープンデータおよび非公開データを活用してハッカソンイベントを実施する

ことで両省および実施機関とは合意している。したがって、イベント 1回目につい

ては、一義的には同データを活用して実施することとするが、AI活用に十分なデ

ータの質と量、潜在的な参加者層のデータニーズや Sub-WGにおける協議結果も踏

まえて、民間企業や他の省庁・自治体の保有するオープンデータ・非公開データを

活用して実施することも検討する事。また、2回目については、1回目の結果を踏

まえて、活用するオープンデータ・非公開データを検討・準備のうえ実施するこ

と。 

（８）E-Governmentの海外市場展開 

MDDIC傘下のE-Mongolia Academyは、E-Governmentの一端としてサービスを提供

するE-Mongoliaを運営しており、市民や民間事業者・団体がオープンデータを取得

する際の窓口となっている。また同機関はオープンデータを活用した、あるいは活

用促進のためのアプリケーション開発も行っており、E-Mongoliaに基づくE-

Governmentの仕組みや開発したアプリケーションの海外市場展開を目指している。

基礎調査ではモンゴルのE-Governmentの仕組みがICT産業における強みの１つとし

て特定されているため、海外展開支援プログラム（成果３）におけるビジネストリ

ップへの参画等、E-Mongolia Academyのサービスも効果的に市場展開されるよう留

意すること。 

（９）JICAの他事業や他の開発協力機関等との連携 

本プロジェクトと並行して実施されている、技術協力事業「新ゾーンモド市及び

自由経済地域開発促進プロジェクト」では、チンギスハーン国際空港周辺に位置す

るフンヌ市の開発に向けて、投資環境整備のための法制度整備、産業振興計画、開

発・運営体制構築を支援している。モンゴル政府は、同市をICTを始めとする新産

業特区として開発する方針を示している。したがって、同事業の日本側、モンゴル

側関係者に対しては必要に応じて意見交換、情報共有に協力すること。またモンゴ

ル側関係者についてはWG、Sub-WGsの構成員案に加えることとし、Sub-WGsにおいて

はICT産業エコシステム全体の発展の手段の一つとして同産業特区が有効活用され

る方法等、を議題の1つとするよう留意すること。 

また、欧州復興開発銀行等、他の開発協力機関が資金援助も含めて創業期スター

トアップ・投資家向けの支援事業を実施しているなか、ICT産業エコシステム全体

の発展を見据えて補完的な関係を構築できるよう、情報共有や意見交換を積極的に
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行い、本事業との連携や協力が進むよう留意すること。他の開発協力機関がWGや

Sub-WGsの構成員になることは妨げない。 

（１０）C/Pのオーナーシップの確保  

C/Pの能力向上やプロジェクト終了後の事業成果の持続性に鑑みて、受注者はC/P

のオーナーシップを確保しながら、モンゴル側関係者の主体的な取り組みを醸成

し、モンゴル側関係者が協働で業務を進める必要があることに留意してプロジェク

ト運営を行うこと。特に、成果１や成果３、４、５の運営に関しては留意するこ

と。 

（１１）現地リソースの活用 

モンゴルICT産業発展のためには現地関係者の参画が重要であり、また現地事情

に合わせた支援となるよう、現地傭人や現地再委託等を活用して、現地及び第三国

リソースを積極的に活用することが重要である。特に成果１におけるWGやSub-WGs

の運営支援、成果３、４、５の企画運営に関連しては、モンゴルICT産業エコシス

テムの発展を担うBDS5プロバイダーの成長や現地関係者間のネットワーク強化に鑑

みて、現地企業・団体等の積極的な活用を想定している。 

（１２）先行案件の成果・成果品の活用 

先行して実施された基礎調査における調査結果を精査し、より効果的な活動計画

検討、プロジェクト運営を心掛けること。特に成果１に係るWG、Sub-WGsの運営、及

び成果３、４、５については、同調査におけるWGの運営やパイロットプロジェクト

の実施を通して教訓や知見が得られており、関係者とのネットワークや教訓を活か

した活動の実施が期待される。 

（１３）案件モニタリングのための調査団への協力 

発注者は協力期間中に複数回調査団を派遣し、WG、Sub-WGs立ち上げ支援、プロジ

ェクトのモニタリング実施を行うことを予定している。調査団派遣の際には、既に

作成した資料の提供、C/Pとの面談の調整等、実務的に可能な範囲で現地調査への協

力をすること。 

（１４）ジェンダー主流化に向けた活動 

モンゴルICT産業では女性経営者や女性社員の割合が小さく、特に意思決定層の女

性の数が限定的である。また、技術職を選択する女性の数が少なく、固定的な性別

役割分業等、男性・女性に対するバイアスが存在し、それが職業選択に影響してい

る可能性も指摘されている。本プロジェクトはICT産業エコシステム全体を多面的に

支援していくプロジェクトとなり、その特性も踏まえてICT産業エコシステム内の関

係者全体で取り組みが進み、ジェンダー主流化に対応した環境整備が促進されるよ

 
5 DCED（2001）BDS Guideline Principle（https://www.enterprise-development.org/wp-

content/uploads/BDS-Guiding-Principles-2001-English.pdf）では、BDS（Business Development 

Service）とは「企業の業績や市場へのアクセス、競争力を向上させるサービス」と定義される。 
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う留意すること（具体的な活動は第４条２．（３）⑦ジェンダー主流化に資する活

動、に記載の通り。）。 

 

第４条 業務の内容 

１．共通業務 

別紙「共通業務内容」のとおり。 

 

２．本業務にかかる事項 

（１）プロジェクトの活動に関する業務 

① ベースライン調査 

モニタリングや評価プロセスにおいて必要な指標、プロジェクト開始時の基

準値を得るためのベースライン調査を行う（詳細は（3）②ベースライン調

査のとおり）。 

 

② 成果１に関わる活動 

成果１：モンゴルのIT産業の発展に向けた官民対話が促進される。 

モンゴルICT産業の官民関係者から構成されるWG、Sub-WGsを立ち上げ、モン

ゴルICT産業における現地関係者間の連携・協働、および効果的な政策形

成・実施に向けた官民対話が促進されるよう、管理、運営支援を行う。ま

た、本プロジェクト終了時までに既存のモンゴルIT産業の民間企業・各種団

体を取りまとめて、官民対話を促進し、産業発展を率先する統括団体

（”umbrella organization”）の設立及び自立的運営に向けた支援を行

う。加えて、WGおよび設立された統括団体に対してプロジェクト終了後の同

団体の持続的な運営に向けた提言を行い、事業完了報告書において取りまと

める。を行う。加えて、WGおよび設立された統括団体に対してプロジェクト

終了後の同団体の持続的な運営に向けた提言を行い、事業完了報告書におい

て取りまとめる。 

 

活動1-1：JICA基礎調査6報告書におけるワーキンググループの活動をレビュ

ーし、本プロジェクトにおけるワーキンググループ（WG）の運営計画案を作

成する。 

WG・Sub-WGsの運営計画案に加えて、統括団体の設立に向けた方針やシナリ

オをWG事務局（C/P）、JICA本部・モンゴル事務所と協議して策定し、第1回

WGにて運営計画案（統括団体設立に向けた方針・シナリオ含む）を協議に諮

 
6 JICAモンゴル国「ICT産業・デジタル産業及びスタートアップ振興情報収集・確認調査」（2023～2025） 
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り、運営計画を決定する。また同計画に基づき、第1回目以降のSub-WGsの運

営を行う。運営計画においてはWG・Sub-WGsの機能分担、構成員等について

も記載する。 

活動1-2：WGおよびサブワーキンググループ（Sub-WGs）を立ち上げる。 

WG・Sub-WGsの構成員を募集・調整して確定する。政府機関については実施

機関による参加調整・確定を支援し、また民間企業・団体については効果的な

手法で募集を行う。 

活動1-3：WGとSub-WGsの会議を四半期に一度開催して議論を促進し、各Sub-

WGsの活動実施をモニタリングする（第６条 再委託を参照。）。 

活動1-4：WGおよびSub-WGでの議論結果に基づいて、モンゴルのIT産業振興に

かかるアクションプラン／ロードマップ／企画書案を作成する（データ利活用

に関わる民間企業間または民間企業・公的機関間のデータ授受にかかる施策、

フンヌ市におけるIT産業振興のための自由経済区開発、特に保健・教育・環

境・公共部門においてAI戦略またはOECD AI原則や広島AIプロセス等の国際的

なAIガバナンスのフレームワークに寄り添った、安全で倫理的で責任あるAI活

用等） 

現地再委託等により現地リソースを活用しつつ、運営計画に基づいてWGとSub-

WGsが運営されることを管理・支援する。各Sub-WGsにおいて各成果の達成に向

けた課題、解決策や活動を協議することを促進し、協議結果に基づき、各Sub-

WGs単位で年初に活動計画を策定し、構成員が活動計画中の各活動を協働して

実施するよう管理、助言、調整、促進を行う。また、年度単位で活動計画を改

定・実施を繰り返してPDCAサイクルを回して、構成員の組織学習や協力関係深

化、実施機関の能力強化が進むよう支援する。同活動計画には、活動1-4に記

載のIT産業振興にかかわるアクションプラン／ロードマップ／企画書案作成

（データ利活用に関わる民間企業間または民間企業・公的機関間のデータ授受

にかかる施策、フンヌ市におけるIT産業振興のための自由経済区開発、特に保

健・教育・環境・公共部門においてAI戦略またはOECD AI原則や広島AIプロセ

ス等の国際的なAIガバナンスのフレームワークに寄り添った、安全で倫理的で

責任あるAI活用等）のほか、PDM上の成果２、３、４、５達成に向けた各活動

が含まれるが、それらに限らず成果達成に向けた幅広い協議結果を反映するこ

と。 

 

③ 成果２に関わる活動 

成果２：モンゴル IT産業に関連する政策、法令、規則、規制等のビジネス環

境が改善する。 



 

17 

 

成果２の達成に向けて、Sub-WGsにて協議、協働して活動を進めていくことが

期待される。Sub-WGsにおける議題については、基本的には IT産業振興法の施

行促進にかかる内容を主要な議題として協議することを想定しているが、実施

機関や関係機関の要望も踏まえて、活動 1-4 に記載の議題についても解決策・

活動を協議する（2027年で期間が終了するデジタルネーション構想の成果レビ

ュー、民間の持つデータ取引・活用にかかる法制度・規制整備、国家 AI戦略

に則って倫理的で安全な AI活用に関わる政策整備等。）。ただし、議題はそ

れらのみに限定せず、構成員からの提案内容を広く受け付けるものとする。ま

た、活動 2-1、2-2を通して企業情報や統計データ収集・整備能力向上に貢献

して、実施機関の政策策定能力向上、ICT産業の政策・制度・産業・サービス

にかかる実施機関の情報提供能力向上、また情報の流動性促進を通した ICT産

業関係者間のリンケージ形成促進に貢献することを目指す7。 

 

活動 2-1：IT産業振興法にて設置されたバーチャルゾーン8の登録システムを活

用して、モンゴル IT企業の登録を進めてデータを収集する方法を確立する。 

活動 2-2：活動 2-1によるデータ収集に基づき、IT企業及びその他ステークホ

ルダー（BDSプロバイダー9等）が企業の成長ステージ毎に配置された IT産業

エコシステムマップを作成する。 

エコシステムマップは、スタートアップ各ステージ、中小企業、大企業等の企

業の成長ステージ（事業規模等に基づく分類）毎に、該当する既存 IT企業、

及び各ステージに対して資金、サービスや製品を提供する民間企業や団体（投

資家、金融機関、ファンド、インキュベーター・アクセラレーター・イノベー

ションハブ、税理士、会計士、弁護士、コンサルティング会社等）、制度環境

整備や公的サービスの提供を行う中央省庁、政策実施機関、教育機関及び開発

援助機関等、既存エコシステムプレーヤーを図化したマップを想定。実施機関

の HPに掲載する等、情報提供を行い、各企業の連携先探索、実施機関の政策

介入ポイントの分析に役立つことを狙っている。受注者は、エコシステムマッ

プ概案や作成プロセスを検討し、発注者と協議のうえ、作成する。 

活動 2-3：IT産業振興法をレビューして施行上の課題を特定する。 

 
7 スタートアップカンボジアのように、IT産業の政策・制度・産業状況に係る情報が一元化されたHPが、実施

機関側自身で設営・運営されることを側面支援するイメージとなる。（スタートアップカンボジア：

https://startupcambodia.gov.kh/） 
8 IT産業振興法によると、「バーチャルゾーン」とはIT産業振興法の下に設置されたオンラインプラットフォ

ームのことで、バーチャルゾーンに登録したIT産業企業はIT産業振興法に規定された各種支援を受けること

が出来る。 
9 DCED（2001）BDS Guideline Principle（https://www.enterprise-development.org/wp-

content/uploads/BDS-Guiding-Principles-2001-English.pdf）では、BDS（Business Development 

Service）とは「企業の業績や市場へのアクセス、競争力を向上させるサービス」と定義される。 
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活動 2-4：国際的なグッドプラクティスを参照しつつ、特にバーチャルゾーン

や AIサンドボックス10等の分野で、IT産業振興法の施行を促進する。 

IT産業振興法の施行にかかる課題状況や実施機関の能力に応じて、国際的なグ

ッドプラクティスを示すだけではなく、法制度・細則の改正に関する助言や提

言を提供するともに、法制度、細則の修正案を策定する。 

 

④ 成果３に関わる活動 

成果３：モンゴル ITビジネスの海外市場展開が促進される。 

成果３の達成に向けて、Sub-WGsにて多様な議題を協議して、協働して活動を

進めていくことが期待される。特に、IT産業大手企業、中堅企業、中小零細企

業、ミドル期11以降のスタートアップを対象にして、Sub-WGsにて協議のうえ、

協働して、活動 3-1から 3-3の一連の海外市場展開支援プログラムを企画・運

営する。プログラムを通して、対象 IT企業の経営能力強化、各種提携等のビ

ジネスリンケージ形成促進、資金調達等の資金アクセス促進を支援し、中央ア

ジア・日本市場展開促進による事業規模拡大を目指す。また、設計・実施され

た海外市場展開支援プログラムが本プロジェクト終了後には ITパークの支援

サービスの１つとして実装され、自立的に運営されることを目指している。し

たがって、プログラム運営に際しては現地再委託等、現地リソースを最大限活

用し、モンゴル側に効果的に技術移転がなされるような設計、運営を行う（第

６条 再委託を参照。）。 

 

活動 3-1：特に中央アジアや日本などの海外でビジネスを行うことに関心をも

っているモンゴル IT企業に対してメンタリングやビジネストレーニングを提

供する。 

メンタリングやビジネストレーニングは、標準的な国際ビジネス慣習に対応し

たビジネスマネジメントを教示するものとする。また、実施機関は中央アジア

への知的財産・人材流出を懸念しており、対応した国際法務にかかるトレーニ

ングや中央アジアのビジネス環境についての情報提供等を行い、活動 3-2、3-3

におけるマッチングやネットワーキングの成功確率が高まるよう工夫した企

画・運営を行う。 

活動 3-2：対面やオンラインにて、モンゴルの IT企業と中央アジアや日本の

IT企業間のビジネスマッチングイベントを開催する。 

 
10 IT産業振興法によると、「AIサンドボックス」とは、AI技術にかかる新しいIT製品やサービスを開発、改

善、実証することを目的とした環境のことを指す。 
11 スタートアップ成長過程の一つのステージであり、製品・サービスの市場提供開始後に事業を拡大し、単

月黒字化が見通せる段階（JICAクラスター事業戦略「イノベーション創出に向けたスタートアップ・エコシ

ステム構築支援」より）。 
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活動 3-3：中央アジアや日本へのビジネストリップを実施し、それらの国の産

業団体、IT企業、および関連団体との交流を促進する。 

 

活動 3-1のメンタリング・トレーニングの想定案は以下の通り。 

＜メンタリング・トレーニング＞ 

目的 中央アジア・日本市場展開促進による事業規模拡大を目的に、各

種提携等のビジネスリンケージ形成促進、資金調達等の資金アク

セス促進他、新規市場参入・市場拡大に資する経営能力強化のた

めのメンタリングとトレーニングを提供する。 

実施概要 ・標準的な国際ビジネス慣習に対応したビジネスマネジメントに

関わるトレーニング。 

・海外市場新規参入・市場拡大のための調査・戦略策定・実行に

関わるトレーニング。 

・知財流出や人材流出に対応した国際法務・人事・労務にかかる

トレーニング。 

・中央アジアや日本のビジネス環境についての情報提供。 

・ビジネスマッチングイベント／プロモーションセミナー（モン

ゴル国内／対面・オンライン併用想定）を実施し、資金調達や各

種提携などのマッチング支援を行う（活動3-2の一部） 

実施回数 約2回/プロジェクト期間 

対象者 IT産業大手企業、中堅企業、中小零細企業、ミドル期以降のスタ

ートアップを対象 

参加者数 約3～7社・団体/回 

開催期間 プログラム設計、企業選考、メンタリング・トレーニング（約3～

4か月）、ビジネスマッチングイベント／プロモーションセミナー

等の準備期間からデモデイまで約6か月間を想定。 

実施場所 ウランバートル市内 

実施形態 対面・オンライン併用 

 

活動3-3のビジネストリップの想定案は以下の通り。ビジネストリップはIT産

業大手企業、中堅企業、中小零細企業、ミドルステージ以降のスタートアップ

に限らず、成果４、５のリージョナルアクセラレータープログラムやナショナ

ルアクセラレータープログラム優秀企業に加えて、場合によってはハッカソン

イベントの優秀企業・団体・グループの参加も検討する。また、実施機関や関

係機関（E-Mongolia Academy等）の能力強化・ネットワーク構築にも資するよ
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う、実施機関・関係機関からの出席も調整する。なお、実施機関・関係機関か

らの参加者の中央アジア・日本への旅費・交通費については一般業務費として

計上する（最大4名想定）。また、民間企業等の参加者の旅費・交通費につい

ては、現地再委託にて支払うこととして、インセンティブとして企業ステージ

に応じてプロジェクトが負担する割合に傾斜をかける（第６条 再委託を参

照。）。 

 

＜中央アジア＞ 

目的 中央アジア市場展開促進による事業規模拡大を目的に、中央アジ

アへのビジネストリップを実施する。それらの国の産業団体、IT

企業、および関連団体との面談やビジネスマッチングイベントを

開催して、交流や各種提携・資金調達を支援し、ビジネスリンケ

ージ形成促進・資金アクセス促進を行う。 

実施回数 約2回/プロジェクト期間 

対象者 IT産業大手企業、中堅企業、中小零細企業、ミドルステージ以降

のスタートアップ、リージョナルアクセラレータープログラムの

優秀企業（成果４）、実施機関・関係機関（E-Mongolia Academy

等）が主要な対象者。場合によってはハッカソンイベント（成果

５）の優秀企業・団体・グループの参加も検討する。 

参加者数 約20名/回（実施機関・関係機関関係者含む） 

開催期間 2カ国合わせて、合計約14日/回 

実施場所 中央アジア2カ国（カザフスタン、ウズベキスタンに訪問する場合

には、それぞれアスタナ、タシュケントを想定） 

＊カザフスタン、ウズベキスタン側のカウンターパートとして、

それぞれアスタナハブ、ITパークウズベキスタンを想定。 

実施形態 対面＊場合によって事前のオンライン面談も検討する。 

 

＜日本＞ 

目的 日本市場展開促進による事業規模拡大を目的に、日本へのビジネ

ストリップを実施する。また日本の産業団体、IT企業、および関

連団体との面談やビジネスマッチングイベントを開催して、交流

や各種提携・資金調達を支援し、ビジネスリンケージ形成促進・

資金アクセス促進を行う。 

実施回数 約2回/プロジェクト期間 

対象者 IT産業大手企業、中堅企業、中小零細企業、ミドルステージ以降
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のスタートアップ、ナショナルアクセラレータープログラム優秀

企業（成果４）、実施機関・関係機関（E-Mongolia Academy等）

が主要な対象者。場合によってはハッカソンイベント（成果５）

の優秀企業・団体・グループの参加も検討する。 

参加者数 約20名/回（実施機関・関係機関関係者含む） 

開催期間 約7日/回 

実施場所 東京含む国内2都市 

実施形態 対面＊場合によっては事前のオンライン面談も検討する。 

 

⑤ 成果４に関わる活動 

モンゴル IT産業におけるスタートアップ・エコシステムが発展する。 

成果４の達成に向けて、Sub-WGsにて多様な議題を協議して、協働して活動を

進めていくことが期待される。特に、活動 4-1、4-2のナショナルアクセラレ

ータープログラム、リージョナルアクセラレータープログラムについて Sub-WG

にて協議、協働して、企画・運営する。ナショナルアクセラレータープログラ

ムはプレ・シード期12やシード期13のスタートアップ、リージョナルアクセラレ

ータープログラムはアーリー期14以降のスタートアップを対象にすることを想

定している。両プログラムとも対象企業の成長ステージに合わせて PoC15や事業

規模拡大等に係るメンタリング・トレーニングを提供して成長加速を支援し、

それぞれ日本・中央アジア市場での各種提携・資金調達を促進することを目指

す。また、設計・実施されたナショナルアクセラレータープログラムやリージ

ョナルアクセラレータープログラムが本プロジェクト終了後には ITパークの

支援サービスの１つとして実装され、自立的に運営されることを目指してい

る。したがって、プログラム運営に際しては現地再委託等、現地リソースを最

大限活用し、モンゴル側に効果的に技術移転がなされるようなプログラム設

計、運営を行う（第６条 再委託を参照。）。現地再委託費には PoC実施費

（マーケティング調査他）、メンター謝金等を含むことを想定するが、発注者

と協議のうえ、決定する。 

 

活動 4-1：ナショナルアクセラレータープログラムを実施する。 

 
12 スタートアップ成長過程の一つのステージであり、ビジネス・製品・サービスのアイデア検討、会社設立

以前の段階（JICAクラスター事業戦略「イノベーション創出に向けたスタートアップ・エコシステム構築支

援」より）。 
13 スタートアップ成長過程の一つのステージであり、会社設立から製品・サービスが消費者に受け入れられ

るProduct Market Fitまでの段階（同上）。 
14  スタートアップ成長過程の一つのステージであり、製品の提供を開始した段階（同上）。 
15 Proof of Concept（概念実証）の略で、新しいビジネス・商品・サービスのアイデアやコンセプト等の実

現可能性や効果等を検証すること（同上）。 
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活動 4-2：中央アジアにて事業を行うことを念頭に入れた、リージョナルアク

セラレータープログラムを実施する。 

両プログラムの概要は以下の通り想定している。ただし、実施機関は国際的な

アクセラレーターを誘致して共同開催も検討している。また、リージョナルア

クセラレータープログラムにおいては、中央アジアの対象国のカウンターパー

トと共同で実施・運営することも想定されている。したがって、受注者は効果

的なプログラム素案を企画のうえ、C/P、Sub-WGsにて協議を行うとともに、

C/Pが国際的なアクセラレーターや中央アジア対象国のカウンターパートとプ

ログラム案について協議を行うことを支援しつつ、プログラム案を最終化す

る。両アクセラレータープログラムの優秀企業については、活動 3-2、3-3の

中央アジア、日本へのビジネストリップに参加できるものとする。 

 

＜リージョナルアクセラレーター＞ 

目的 対象スタートアップの成長加速を目的として、対象スタートアッ

プがプログラム卒業後に、中央アジアにおいて、資金調達、売

上・顧客拡大、投資家・事業会社等の協業候補先とのパートナー

シップ構築を実現することを目指す。 

実施概要 ・ビジネスモデルや戦略にかかるメンタリングや助言を行う。 

・PoC計画・実施を支援する。 

・ピッチイベントを実施し、資金調達や各種提携などのマッチン

グ支援を行う。 

実施回数 約2回/プロジェクト期間 

対象者 中央アジア市場展開・連携に関心があるアーリー期以降のスター

トアップを対象。 

参加者数 約3社・団体/回 

開催期間 プログラム設計、スタートアップ選考、メンタリング（約3～4か

月）、デモデイ（ピッチイベント）等の準備期間からデモデイま

で約6か月間を想定。 

実施場所 ウランバートル市内 

実施形態 対面・オンライン併用 

 

＜ナショナルアクセラレーター＞ 

目的 対象スタートアップの成長加速を目的として、対象スタートアッ

プがプログラム卒業後に、モンゴル国内や日本国内において、資

金調達、売上・顧客拡大、投資家・事業会社等の協業候補先との
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パートナーシップ構築を実現することを目指す。 

実施概要 ・ビジネスモデルや戦略にかかるメンタリングや助言を行う。 

・PoC計画・実施を支援する。 

・ピッチイベントを実施し、資金調達や各種提携などのマッチン

グ支援を行う。 

実施回数 約2回/プロジェクト期間 

対象者 プレ・シード期及びシード期のスタートアップを対象。 

参加者数 約3社・団体/回 

開催期間 プログラム設計、スタートアップ選考、メンタリング（約3～4か

月）、デモデイ（ピッチイベント）等の準備期間からデモデイま

で約6か月間を想定。 

実施場所 ウランバートル市内 

実施形態 対面・オンライン併用 

 

なお、実施機関は地方都市におけるイノベーションハブ運営と地方クラスター

形成促進を進めており、関係する地方自治体職員の能力向上のための視察には

協力すること。また、同様に地方クラスターの起業家のプログラム応募も促す

よう留意すること。 

 

⑥ 成果５に関わる活動 

成果５：オープンデータ、及びビッグデータ、AIに関連したビジネスが促進さ

れる。 

成果５の達成に向けて、Sub-WGsにて多様な議題を協議して、協働して活動を

進めていくことが期待される。特に、活動 5-1、5-2のハッカソンイベントに

ついて Sub-WGにて協議、協働して、企画・運営する。モンゴル IT企業の技術

競争力向上やオープンデータ及び関連技術活用促進を目指し、ビッグデータに

関連した技術や AI、およびオープンデータを活用した事業・サービス・商品開

発を進めたいとする企業・団体・チームを対象として、それら技術およびオー

プンデータを活用した事業・サービス・商品生成（ユースケース）を目的とす

る。また、設計・実施されたハッカソンイベントが本プロジェクト終了後には

ITパークの支援サービスの１つとして実装され、自立的に運営されることを目

指している。したがって、プログラム運営に際しては現地再委託等、現地リソ

ースを最大限活用し、モンゴル側に効果的に技術移転がなされるようなプログ

ラム設計、運営を行う（第６条 再委託を参照。）。現地再委託費には PoC実

施費（マーケティング調査他）等を含むことを想定するが、発注者と協議のう
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え、決定する。 

 

活動 5-1：個人情報保護法やその他の関連法制度・規則に従いつつ、民間企

業、および中央省庁、E-Mongolia Academy、国家データセンター等の関連機関

と連携しながら、ハッカソンイベントを実施するうえで適切なデータを準備す

る。 

データは、省庁の保有するオープンデータおよび非公開データのみではなく、

民間企業や自治体の保有するオープンデータ・非公開データも検討する。AI活

用に十分なデータの質と量、潜在的な参加者層のデータニーズや Sub-WGにお

ける協議結果も踏まえて、活用するデータを選択する。 

活動 5-2：活動 5-1にて準備したデータを活用してビジネスモデルを形成する

ことに関心を持っている企業に対して、データを提供してハッカソンイベント

を実施する。 

 

イベントの概要は以下の通り想定している。 

 

＜ハッカソンイベント＞ 

目的 対象企業・団体・チームの技術競争力向上、オープンデータ及び

関連技術活用促進を目指し、ビッグデータに関連した技術やAI、

およびオープンデータを活用した事業・サービス・商品のプロト

タイプ形成を促進する。 

実施概要 ・ハッカソンを実施し、プロトタイプを形成する。 

・優秀企業を選定し、PoC計画・実施を支援する。 

・成果発表（ピッチ）、関係者とのネットワーキングにかかるイ

ベントを実施する 

実施回数 約2回/プロジェクト期間 

対象者 ビッグデータに関連した技術やAI、およびオープンデータを活用

した事業・サービス・商品開発を進めたいとする企業・団体・チ

ームが対象。企業ステージや事業規模に応じた応募制限を設ける

ものではない。 

参加者数 ・ハッカソンイベント：約5～7社・団体/回 

・PoC支援：約2・3社・団体/回 

開催期間 プログラム設計、対象企業・団体・チーム選考、ハッカソンイベ

ント実施、PoC支援メンタリング（約3～4か月）、ビッチ・ネット

ワーキングイベント等の準備期間からピッチ・ネットワーキング
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イベントまで約6か月間を想定。 

実施場所 ウランバートル市内 

実施形態 対面・オンライン併用 

 

 

（２）本邦研修・招へい 

☒ 本業務では、本邦研修・招へいを想定していない。 

 

（３）その他  

① 収集情報・データの提供 

➢ 業務のなかで収集・作成された調査データ（一次データ）、数値データ等に

ついて、発注者の要望に応じて、発注者が指定する方法（Webへのデータア

ップロード・直接入力・編集可能なファイル形式での提出等）で、適時提出

する。 

➢ 調査データの取得に当たっては、文献や実施機関への照会等を通じて、対象

国の法令におけるデータの所有権及び利用権を調査する。調査の結果、発注

者が当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出

する。 

➢ 位置情報の取得は、可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情

報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とす

る。位置情報が含まれるデータについては次の様式に従い発注者に提出す

る。 

 データ格納媒体：CD-R（CD-Rに格納できないデータについては提出方法

を発注者と協議） 

 位置情報の含まれるデータ形式：KMLもしくは GeoJSON形式。ラスターデ

ータに関しては GeoTIFF形式。（Google Earth Engineを用いて解析を行

った場合は、そのコードを業務完了報告書に合わせ提出） 

 

② ベースライン調査 

☒ 本業務では以下の対応を行う。 

➢ 受注者は、プロジェクトの成果やプロジェクト目標の達成状況をモニタリン

グ・評価するための指標を設定し、プロジェクト開始時点のベースライン値

を把握する。具体的な指標入手手段についても明らかにし、モニタリングに

向けた体制を整える。 

➢ 受注者は、調査の枠組みや調査項目について、調査開始前に発注者と協議の
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上、C/Pの合意を得る。ベースライン調査を経て指標の目標値の設定を行う際

にも、同様に発注者及び C/Pの合意を得ることとする。 

➢ IT産業振興法の施行状況、モンゴル政府における法制度策定・改正・施行に

向けた体制・プロセスの確認、施行促進に向けた課題を確認する。 

 

③ インパクト評価の実施 

☒ 本業務では当該項目は適用しない。 

 

④  C/Pのキャパシティアセスメント 

☒ 本業務では当該項目は適用しない。 

 

⑤ エンドライン調査 

☒ 本業務では当該項目は適用しない。 

 

⑥ 環境社会配慮に係る調査 

☒ 本業務では当該項目は適用しない。 

 

⑦ ジェンダー主流化に資する活動 

☒ 本業務では以下の対応を行う。 

➢ 合意文書・事前評価表に記載されたジェンダー主流化の活動を実施する。モニ

タリングシート含む各種報告書等において、右の活動の進捗・成果を報告する。 

➢ 関連するセクターの『JICA 事業におけるジェンダー主流化のための手引き』

（特に「ジェンダーの視点に立った実施・モニタリング」）に則り、実施する。 

➢ ICT 産業における意思決定者層のジェンダーバランスに鑑み、WG、Sub-WGs の

構成員については出席者の男女比のクオータ制を導入する。実際の比率の設定

についてはベースライン調査に基づき、設定する。 

➢ 成果３、４、５の海外展開支援プログラム、両アクセラレータープログラム、

ハッカソンプログラムにおいては、各種プロモーション等を通して女性の起業

家・経営幹部・技術職が含まれるチーム参画の奨励促進や機運醸成を実施する。 

➢ 成果３、４の海外展開支援プログラムやアクセラレータープログラムのメンタ

リング期間においては、国際ビジネス潮流への対応の一環として、ジェンダー

主流化含むサステナビリティや DE＆I（多様性・公正性・包摂性）に係る講義

を設ける。参加対象者はメンタリング対象者のみに限らず、WG構成員からも参

加を促すものとする。 

➢ 以下の観点については実施機関と合意はしていないが、ジェンダー課題（第 3

https://www.jica.go.jp/activities/issues/gender/materials/guidance.html
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条 2（１６）ジェンダー主流化に向けた活動、に記載。）への対応としての妥

当性や実現可能性を協議のうえ、必要に応じて実施する。①メンタリング期間

におけるメンター選定においては男女比に配慮する。また、メンタリングは組

織内でのジェンダー・包摂性対応等の心理的安全性の確保やキャリア・ワーク

ライフバランスにかかる助言も含めるものとする。②成果３、４、５における

ピッチイベントに際しては、女性（学生や業界関係者）のオブザーバー参加も

促進する工夫を行う。 

 

第５条 報告書等 

１．報告書等 

☒ 本業務は、各期それぞれに作成する。 

➢ 業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。提出の際

は、Word 又は PDFデータも併せて提出する。 

➢ 想定する数量は以下のとおり。なお、以下の数量（部数）は、発注者へ提出

する部数であり、先方実施機関との協議等に必要な部数は別途受注者が用意

する。 

 

本業務で作成・提出する報告書等及び数量 

報告書名 提出時期 言語 形態 部数 

業務計画書 契約締結後10営業日以内 日本語 電子データ 1部 

ワーク・プラン 

（第1年次） 

契約締結後2か月以内 日本語・ 

英語 

電子データ 各1部 

モニタリングシート 業務開始から約6か月ごと 英語 電子データ 1部 

業務進捗報告書 

（第1年次）兼 

ワーク・プラン 

（第2年次） 

2026年11月 日本語・

英語 

電子データ 各1部 

業務進捗報告書 

（第2年次）兼 

ワーク・プラン 

（第3年次） 

2027年11月 日本語・

英語 

電子データ 各1部 

事業完了報告書 契約履行期限末日 日本語・ 

英語 

電子データ 各1部 

CD-ROM 各1部 

➢ 事業完了報告書は、履行期限 3ヶ月前を目途にドラフトを作成し、発注者の

確認・修正を経て、最終化する。 
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➢ 本業務を通じて収集した資料およびデータは項目毎に整理し、収集資料リス

トを添付して、発注者に提出する。 

➢ 受注者もしくは C/P等第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者

に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。 

 

記載内容は以下のとおり。 

（１）業務計画書 

共通仕様書第６条に記された内容を含めて作成する。 

 

（２）ワーク・プラン 

以下の項目を含む内容で作成する。 

① プロジェクトの概要（背景・経緯・目的） 

② プロジェクト実施の基本方針 

③ プロジェクト実施の具体的方法 

④ プロジェクト実施体制（JCCの体制等を含む） 

⑤ PDM（指標の見直し及びベースライン設定） 

⑥ 業務フローチャート 

⑦ 詳細活動計画（WBS：Work Breakdown Structure等の活用） 

⑧ 要員計画 

⑨ 先方実施機関便宜供与事項 

⑩ その他必要事項 

 

（３）モニタリングシート 

発注者指定の様式に基づき作成する。 

 

（４）事業完了報告書（及び業務進捗報告書） 

① プロジェクトの概要（背景・経緯・目的） 

② 活動内容（PDMに基づいた活動のフローに沿って記述） 

③ プロジェクト実施運営上の課題・工夫・教訓（業務実施方法、運営体制等） 

④ プロジェクト目標の達成度 

⑤ 上位目標の達成に向けての提言（業務完了報告書の場合）もしくは次期活動

計画（業務進捗報告書の場合） 

添付資料（添付資料は作成言語のままでよい） 

(ア)PDM（最新版、変遷経緯） 

(イ)業務フローチャート 
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(ウ)WBS等業務の進捗が確認できる資料 

(エ)人員計画（最終版） 

(オ)遠隔研修・セミナー実施実績（実施した場合） 

(カ)合同調整委員会議事録等 

(キ)その他活動実績 

 

２．技術協力作成資料 

本業務を通じて作成する資料については、事前に相手国実施機関及び発注者に確

認し、そのコメントを踏まえたうえで最終化し、当該資料完成時期に発注者に共有

する。また、これら資料は、事業完了報告書にも添付する。 

 

３．コンサルタント業務従事月報 

業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の報告を作成し、発注者に

提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、発注者

に報告する。 

（１）今月の進捗、来月の計画、当面の課題 

（２）今月の業務内容の合意事項、継続検討事項 

（３）詳細活動計画（WBS等の活用） 

（４）活動に関する写真 

 

第６条 再委託 

☒  本業務では、以下の項目については、業務対象国・地域の現地法人（ローカル

コンサルタント等）への再委託を認める。 

再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。 

 項目 仕様 数量 見積の取扱 

1 WG・Sub-WGs 

運営支援 

Sub-WGsは4分科会を想定。WGお

よびSub-WGs（4分科会）の計5グ

ループに関して、2026年3月に第

1回目を開催、以降、四半期に1

度、年間4回開催（5グループ×4

回/年×3年間）。 

一式 定額計上 

2 海外市場展開支援

プログラム（中央ア

ジア・日本） 

成果３における活動3-1のメン

タリングおよびビジネストレー

ニング、3-3ビジネストリップ実

施・運営支援を行うもの。 

一式 定額計上 
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仕様は第4条2（1）④成果３にか

かわる活動、における＜メンタ

リング・トレーニング＞、＜中央

アジア＞、＜日本＞に記載の通

り。 

3 ナショナルアクセ

ラレータープログ

ラム 

成果４における活動4-1のナシ

ョナルアクセラレーター実施・

運営支援を行うもの。 

仕様は第4条2（1）⑤成果４にか

かわる活動、における＜ナショ

ナルアクセラレーター＞に記載

の通り。メンター謝金・POC費用

を含む。 

一式 定額計上 

4 リージョナルアク

セラレータープロ

グラム 

成果４における活動4-2のリー

ジョナルアクセラレーター実

施・運営支援を行うもの。 

仕様は第4条2（1）⑤成果４にか

かわる活動、における＜リージ

ョナルアクセラレーター＞に記

載の通り。メンター謝金・POC費

用を含む。 

一式 定額計上 

5 ハッカソンイベン

ト 

成果５における活動5-1のハッ

カソンイベント実施・運営支援

を行うもの。 

仕様は第4条2（1）⑥成果５にか

かわる活動、における＜ハッカ

ソンイベント＞に記載の通り。

POC費用を含む。 

一式 定額計上 

 

第７条 機材調達 

☒ 本業務では、機材調達を想定していない。 

 

第８条 「相談窓口」の設置 

 発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等

について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない
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場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により

「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。 
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別紙 

 

案件概要表 

     

１．案件名（国名）                            

国 名： モンゴル国（モンゴル）   

案件名： ICT産業振興プロジェクト    

   ICT Industry Development Project   

２．事業の背景と必要性                      

（１）当該国における民間セクター／モンゴル開発の現状・課題及び本事業の位置付

け 

モンゴルは豊富な鉱物資源を有する資源国である。2023年現在、GDP 産業別構成比

の28％、輸出製品の8割以上を鉱物資源セクターが占めている（モンゴル統計局）。鉱

業は国際的な市況の影響を強く受ける産業であり、安定的な経済成長には鉱物資源依

存型の経済構造から脱却し、産業多角化推進が不可欠となっている。 

モンゴル政府は2020年5月に国家大会議で長期開発計画「Vision 2050」を採択し、

産業多角化に向けてICT産業を優先重点分野の1つに定め、「2030年までにテクノロジ

ーに基づいたイノベーションの創出を目指す」ことを掲げた。また、同年にはDigital 

Nation構想を発表し、デジタル国家を実現するための5か年目標（2022年-2027年）を

示した。同構想では「ブロックチェーン、ビッグデータ、人工知能、ITを含む近代的

な技術ベースのシステムを導入することにより、イノベーションと生産を促進」し、

また「社会・経済のあらゆる分野に情報通信技術製品・サービスを導入し、競争力、

生産性、効率性を高める」ことを掲げている。 

かかる構想実現に向け、2020年10月にはモンゴル政府は電子政府プラットフォーム

E-Mongoliaの取り組みを開始した。また2022年1月にはデジタル開発および通信分野

施策を所掌するデジタル開発・通信省（現：デジタル開発・イノベーション・通信省）

（MDDIC）を新設し、省庁横断的な取組のハブ機能を強化した。加えて同年「サイバー

セキュリティ法」や「個人情報保護法」、2024年には「IT産業振興法16」を施行し、制

度環境整備を急速に進めている。また、限定的な国内市場の中で輸出振興が喫緊の課

題となる中、経済・開発省（MED）は国際貿易センター（ITC）の支援を受け、2024年

にExport Strategy for Prioritized Non-Mining Sectorsを策定し、MDDICとともに

IT Services Export Strategy（2024～2028）を策定した。しかし、2024年時点でICT

産業のGDP産業別構成比は2％に留まり（モンゴル統計局）、「政府行動計画2024～2028」

におけるGDP産業別構成比10％を達成するうえで、各種の課題に直面している。 

そのような状況下、JICAは当該国ICT産業の課題状況を整理して、今後の協力方針

を検討するために、モンゴル国「ICT産業・デジタル産業及びスタートアップ振興情報

収集・確認調査」（2023～2025）を実施した。また、2025年5月には本事業の詳細計画

策定調査を実施し、ICT産業エコシステム全体を包括的に支援する必要性を確認した。 

ICT産業法制度・規制・政策の観点では特に政策高度化に向けた情報を整備し、各種

優遇策を定めたIT産業振興法の施行を促進することが重要となっている。またモンゴ

ルICT産業の国際認知度向上を含む戦略的な海外市場展開や効果的な政策形成・実施

 
16 「IT産業振興法」とはIT産業振興を目的とし、IT産業に従事する企業・人材育成、資金源多様化、投資環境整

備に向けた政府の支援策を規定したもの。同法律では「バーチャルゾーン」というオンラインプラットフォーム

が設置され、バーチャルゾーンに登録したIT産業企業は同法律にて規定された各種支援を受けることが出来る。

また、AI等の製品・サービス開発・実証に向けては規制のサンドボックスが設けられると規定されている。 
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に向けて、官民対話や民間企業間の連携・協働を促進して、産官学各種ステークホル

ダー間のネットワーク構築を促進することも課題となっている。 

加えて、企業経営支援の観点では、モンゴル政府がICT企業の成長ステージに応じ

た支援を実施出来るよう体制を整備する必要がある。特に、限定的な国内市場規模の

中では、アーリー期17前後以降のスタートアップや大手・中堅企業の海外市場展開に

向けた経営能力強化、海外ネットワークとのリンケージ形成に対応した支援を強化し、

産業の成長と持続的発展に向け、海外市場での成功事例の形成を進めていく必要があ

る。更には、エコシステムの裾野拡大や競争力強化に向けて、アクセラレータープロ

グラム等、プレ・シード期18やシード期の19スタートアップの振興を継続していく必要

性も指摘されている。また、E-Mongoliaを中心に発展してきたE-Governmentの仕組み

や、オープンデータ・ビッグデータの活用はAI技術と組み合わせることで、国際競争

力を向上させることが期待されている。 

以上を踏まえ、ICT産業振興に関連する政府機関が官民協働して政策・法制度を実

施し改善する能力を強化することで、ICT産業に関連する制度環境が改善し、ICT産業

を発展させるべく、本事業が要請された。 

 

（２）民間セクター／モンゴル開発に対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業

の位置づけ、課題別事業戦略における本事業の位置づけ 

我が国の対モンゴル国別開発協力方針（2017年）では「持続可能な経済成長の実現

と社会の安定的発展」が大目標として掲げられ、同重点分野（中目標）に「環境と調

和した均衡ある経済成長の実現」が掲げられている。本事業は、同国ICT産業のビジネ

ス環境整備、企業・人材育成支援に貢献し、産業多角化を図ることから、これら方針

に合致する。 

また、JICAの民間セクター開発に係るグローバル・アジェンダ（課題別事業戦略）

におけるクラスター事業戦略「アジア投資促進・産業振興」では、投資環境整備・産

業政策策定、企業間リンケージ形成、国際競争力強化を複合的に実施することにより、

当該国の成長牽引産業が育成されることを目的としており、本事業は、ビジネス環境

整備、関係者間ネットワーク強化、企業・人材育成支援を通してICT産業振興に貢献す

るため、同戦略に合致している。加えて、本事業はSDGsゴール8「包摂的かつ持続可能

な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい

雇用（ディーセント・ワーク）を促進する」およびゴール9「強靭（レジリエント）な

インフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」

の達成に貢献するものである。 

 

（３）他の援助機関の対応 

アジア開発銀行（ADB）は「e-Government and Digital Transformation」（技術協

力事業）（2022～2025）において、E-Mongolia等の電子政府サービス改善、サイバー

セキュリティ能力強化を支援している。また、現地のアクセラレーターであるKITEと

パートナーシップを締結して、ADB Venturesを通して気候変動対策やジェンダー統合

を推進する創業期スタートアップの資金援助を行っている。 

 
17 スタートアップ成長過程の一つのステージであり、製品の提供を開始した段階（JICAクラスター事業戦略「イ

ノベーション創出に向けたスタートアップ・エコシステム構築支援」より）。 
18 スタートアップ成長過程の一つのステージであり、ビジネス・製品・サービスのアイデア検討、会社設立以前

の段階（同上）。 
19 スタートアップ成長過程の一つのステージであり、会社設立から製品・サービスが消費者に受け入れられる

Product Market Fitまでの段階（同上）。 
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世界銀行（WB）は「Smart Government II Project」（融資）（2023～2027）におい

て、行政サービスデジタル化推進に向けた制度環境改善、サービスの品質基準・利便

性改善、データセンター能力強化、若年層含む市民・行政官・中小企業のデジタルス

キル向上・雇用創出を支援している。 

欧州復興開発銀行（EBRD）はEBRD Star Venture Programmeを通してアクセラレー

タープログラムなど創業期スタートアップの経営・資金・海外ネットワーク強化支援、

エンジェル投資家の能力強化を行っている。 

また、国連開発計画（UNDP）は2022年にMDDICとDigital Nation構想実施に向けた戦

略的パートナーシップを締結しており、 2025年には「 National Artificial 

Intelligence Vision and Strategy」策定支援含む、AI振興を推進するための覚書を

締結している。 

        

３．事業概要                             

（１） 事業目的    

本事業は、ウランバートル市において、実施機関が主体となってIT産業の官民対話

を促進し、IT産業のビジネス環境改善、海外市場展開、スタートアップ・エコシステ

ム発展、およびオープンデータ・ビッグデータおよびAIを活用したビジネスを促進す

ることで、ICT産業振興に関連する政府機関が関連団体と連携して政策・法制度を実

施し、改善する能力を強化してICT産業に関連した制度環境が改善し、ICT産業が発展

することに寄与するもの。 

（２） プロジェクトサイト／対象地域名 

ウランバートル市    

（３） 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

・直接受益者：実施機関・関連機関職員約20名（MDDIC、National Information 

Technology Park、MED、内閣官房、道路・運輸省、家族・労働・社会保障省、国家デ

ータセンター、E-Mongolia Academy、ウランバートル市・フンヌ市等の地方自治体） 

・最終受益者：ICT産業業界団体・民間企業、およびそれらに従事する人材・起業家 

（４） 総事業費（日本側）3.2億円（詳細計画策定調査費用含む） 

（５） 事業実施期間 

 2026年1月～2028年12月を予定（計36カ月） 

（６） 事業実施体制 

・実施機関：デジタル開発・イノベーション・通信省（MDDIC）、National Information 

Technology Park（ITパーク） 

・関連機関：経済・開発省（MED）、内閣官房、道路・運輸省、家族・労働・社会保

障省、国家データセンター、E-Mongolia Academy、ウランバートル市・フンヌ市等の

地方自治体 

（７） 投入（インプット）    

１）日本側  

① 専門家派遣（合計約 49 P/M）： 

短期専門家：業務主任者／ICT産業政策・法制度・規制、国際ビジネス/海外市場展

開、スタートアップ・エコシステム構築、オープンデータ／ビッグデータ／AI技術

振興、IT産業データ収集等 

② 研修員受け入れ：無し 

③ 機材供与：無し 
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２）モンゴル側 

① カウンターパートの配置 

実施機関（MDDIC、ITパーク）および関連機関（経済・開発省、内閣官房、道路・

運輸省、家族・労働・社会保障省、国家データセンター、E-Mongolia Academy、ウ

ランバートル市・フンヌ市等の地方自治体）による代表者・職員の配置、プロジェ

クト・ダイレクター（MDDIC事務次官）、副プロジェクト・ディレクター（MDDIC局

長）、プロジェクト・マネージャー1（成果1、2、5）（MDDIC課長）、プロジェク

ト・マネージャー2（成果3、4、5）（ITパーク投資・プロジェクト部門長）の配置

20 

② 事業実施のための執務室や運営経費の提供 

（８） 他事業、他開発協力機関等との連携・役割分担 

１）我が国の援助活動 

技術協力事業「新ゾーンモド市及び自由経済地域開発促進プロジェクト」では、

空港周辺に位置するフンヌ市21の開発に向けて、投資環境整備のための法制度整備、

産業振興計画、開発・運営体制構築を支援している。モンゴル政府は同市をICTを始

めとする新産業特区として開発する方針を示している。同じく、技術協力事業「日

本・モンゴル間の経済連携強化に向けたビジネス促進プロジェクト」においては、

モンゴル日本人材開発センターをカウンターパートとして、日本・モンゴル間のビ

ジネス連携に関わる関係省庁との政策対話促進、ビジネス交流促進、起業家22支援に

向けたサービス提供能力向上を支援している。これら事業や関係機関とは、モンゴ

ルのICT産業エコシステム全体の発展の観点から、情報共有や意見交換を行い、連携

を図っていく。また、長期研修や課題別研修と連携してICT産業エコシステム発展に

つなげていく。 

２）他の開発協力機関等の援助活動 

EBRD、ADB、WBがそれぞれ創業期スタートアップ・投資家支援や雇用創出支援を行

い、またE-Governmentの品質向上支援を行っている中で、モンゴルICT産業エコシス

テム全体の発展を見据えて、情報共有や意見交換を行いながら、連携や協働を進め

る。また、AI振興に関連してUNDPとも必要に応じた意見交換を行う。 

（９） 環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類 

１）環境社会配慮  

① カテゴリ分類 C 

② カテゴリ分類の根拠 

「JICA環境社会配慮ガイドライン」に掲げる影響を及ぼしやすい特性や影響を受

けやすい地域に該当せず、環境や社会への望ましくない影響が最小限かあるいは

ほとんどないと考えられる協力事業であるため。 

 
20 成果５に関して、政策面はMDDIC、企業支援事業実務面はITパークが運営責任を負うことで分業する。 
21 2025年1月に新ゾーンモド市から改称。 
22 当該事業における「起業家」とは、スタートアップあるいはスモールビジネスを興す意志のある人と定義して

いる。また、JICAクラスター事業戦略「イノベーション創出に向けたスタートアップ・エコシステム構築支援

（NINJA）」に従い、スタートアップとは市場に存在しない革新的な製品やビジネスモデルを有し、短期間で高

い成長性を目指す企業と定義する一方、スモールビジネスとは着実な成長を示す傾向があり、安定的かつ継続的

に収益を確保していくことを目指す企業と定義。 
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２）横断的事項：無し 

３）ジェンダー分類：【ジェンダー案件】 「（GI（S））ジェンダー活動統合案件」 

＜分類理由＞  

ICT産業では女性経営者や女性社員の割合が限定的であり、特に意思決定層に女性

が少ないという課題に対し、本事業で設置するWGやSub-WGsへの女性の代表者の参

画を促進し、女性の参加割合を指標とすることを合意したため。また、成果3、4、

5に係る活動では女性が代表者として参画する企業・団体・チームのプログラム応

募を促進する取組を実施するとともに、組織における多様性尊重が企業価値向上や

イノベーションに寄与するというDE＆I（多様性・公平性・包括性）の理解向上に

向け、アクセラレーター向け研修にDE＆Iを含む計画である。 

（１０） その他特記事項 

 特に無し。 

       

４．事業の枠組み                          

（１） 上位目標：モンゴル ICT産業に関連した制度環境が改善し、ICT産業が発展す

る。 

指標及び目標値： 

１． IT産業振興法下で設置されたバーチャルゾーン23に登録する ICT企業数 

２． GDPに対する ICT産業の寄与度の増加。 

（２）プロジェクト目標：ICT産業振興に関連する政府機関が関連団体と連携して

政策・法制度を実施し改善する能力が向上する 

指標及び目標値：  

１． IT産業振興のための官民対話を促進する IT 業界の”umbrella organization”

（統括団体）が設立される。 

２． XX数の企業によって、バーチャルゾーンや AIサンドボックス24等、IT産業振

興法が活用される。 

３． モンゴル企業および中央アジア企業・日本企業間のビジネス提携のケースが、

それぞれ XX件、YY件ずつ形成される。 

４． ナショナルアクセラレータープログラムやリージョナルアクセラレータープ

ログラムを通して XX 件の資金調達、YY 件のビジネス提携の事例が形成される。 

５． ハッカソンイベントを通して XX件のユースケースが形成される。 

（３）成果 

成果１：モンゴルのIT産業の発展に向けた官民対話が促進される。  

成果２：モンゴルIT産業に関連する政策、法令、規則、規制等のビジネス環境が

改善する。 

成果３：モンゴルITビジネスの海外市場展開が促進される。 

成果４：モンゴルIT産業におけるスタートアップ・エコシステムが発展する。 

成果５：オープンデータ、及びビッグデータ、AIに関連したビジネスが促進され

る。 

（４）主な活動 

 
23 IT産業振興法によると、「バーチャルゾーン」とはIT産業振興法の下に設置されたオンラインプラットフォー

ムのことで、バーチャルゾーンに登録したIT産業企業はIT産業振興法に規定された各種支援を受けることが出来

る。 
24 IT産業振興法によると、「AIサンドボックス」とは、AI技術にかかる新しいIT製品やサービスを開発、改善、

実証することを目的とした環境のことを指す。 
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活動１-１ JICA基礎調査25報告書におけるワーキンググループの活動をレビュー

し、本プロジェクトにおけるワーキンググループ（WG）の運営計画案を作成する。 

活動１-２ WGおよびサブワーキンググループ（Sub-WGs）を立ち上げる。 

活動１-３ WGとSub-WGsの会議を四半期に一度開催して議論を促進し、各Sub-WGs

の活動実施をモニタリングする。 

活動１-４ WGおよびSub-WGでの議論結果に基づいて、モンゴルのIT産業振興にか

かるアクションプラン／ロードマップ／企画書案を作成する（データ利活用に関わ

る民間企業間または民間企業・公的機関間のデータ授受にかかる施策、フンヌ市に

おけるIT産業振興のための自由経済区開発、特に保健・教育・環境・公共部門にお

いてAI戦略またはOECD AI原則や広島AIプロセス等の国際的なAIガバナンスのフレ

ームワークに寄り添った、安全で倫理的で責任あるAI活用等） 

 

活動２-１ IT産業振興法にて設置されたバーチャルゾーンの登録システムを活用

して、モンゴルIT企業の登録を進めてデータを収集する方法を確立する。 

活動２-２ 活動２-１によるデータ収集に基づき、IT企業及びその他ステークホル

ダー（BDSプロバイダー26等）が企業の成長ステージ毎に配置されたIT産業エコシス

テムマップを作成する。 

活動２-３ IT産業振興法をレビューして施行上の課題を特定する。 

活動２-４ 国際的なグッドプラクティスを参照しつつ、特にバーチャルゾーンや

AIサンドボックス等の分野で、IT産業振興法の施行を促進する。 

 

活動３-１ 特に中央アジアや日本などの海外でビジネスを行うことに関心をもっ

ているモンゴルIT企業に対してメンタリングやビジネストレーニングを提供する。 

活動３-２ 対面やオンラインにて、モンゴルのIT企業と中央アジアや日本のIT企

業間のビジネスマッチングイベントを開催する。 

活動３-３ 中央アジアや日本へのビジネストリップを実施し、それらの国の産業

団体、IT企業、および関連団体との交流を促進する。 

 

活動４-１ ナショナルアクセラレータープログラムを実施する。 

活動４-２ 中央アジアにて事業を行うことを念頭に入れた、リージョナルアクセ

ラレータープログラムを実施する。 

 

活動５-１ 個人情報保護法やその他の関連法制度・規則に従いつつ、民間企業、

および中央省庁、E-Mongolia Academy、国家データセンター等の関連機関と連携し

ながら、ハッカソンイベントを実施するうえで適切なデータを準備する。 

活動５-２ 活動５－１にて準備したデータを活用してビジネスモデルを形成する

ことに関心を持っている企業に対して、データを提供してハッカソンイベントを実

施する。 

 

５．前提条件・外部条件                            

（１） 前提条件 

 
25 JICAモンゴル国「ICT産業・デジタル産業及びスタートアップ振興情報収集・確認調査」（2023～2025） 
26 DCED（2001）BDS Guideline Principle（https://www.enterprise-development.org/wp-

content/uploads/BDS-Guiding-Principles-2001-English.pdf）では、BDS（Business Development Service）と

は「企業の業績や市場へのアクセス、競争力を向上させるサービス」と定義される。 
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特に無し。 

（２） 外部条件 

・モンゴルの政治・経済状況が劇的に変化せず、ICT産業振興関連の行政体制が大

きく変更されない。 

・モンゴルおよび中央アジアの国家（特にウズベキスタンとカザフスタン）間の外

交関係が劇的に変化しない。 

   

６．過去の類似案件の教訓と本事業への適用                       

 ルワンダ共和国「ICTイノベーションエコシステム強化プロジェクト」（技術協力事

業）（2017年～2022年）では、多様な関連機関が参画し、抱える課題や関心が多様で

あり、また活動の多くがルワンダで経験が無く成果達成が不透明な状況であった。ま

たICT産業のトレンドが急速に変化するため、活動の管理手法としてWork Breakdown 

Structureを導入して、PDMに加えてサブアクティビティレベルまでのロジックツリー

と活動候補を準備して、様々な取組を実験的に実施しつつ進めた。本事業の関連組織

も多岐にわたり、またWGやSub-WGsを通して参加型にて活動を実施していくため、WG

運営時にはルワンダの運営管理手法を導入して、プロジェクト目標に向けて活動の方

向性がぶれないよう工夫を行う。 

また、同様に上記案件は、効果的なプログラムの実施には専門性以上に、現地の状

況や現地企業の現況を把握していることが重要であると判明したため、現地の人材を

活用する方向へとシフトさせることによって、効果的なプログラムの開発及び持続的

な体制構築に繋がったと報告している。本事業においてもプロジェクト終了後のプロ

グラム移管先や運営体制も見据えて、実施機関が主導しながら現地リソースをベース

として各種活動を実施しつつ、並行して効果的な実施体制を構築していく工夫を行う。 

更には、JICAのモンゴルICT・スタートアップ支援事業に関連しては、過去数年、上

記基礎調査の他、関係者間の共創推進イベントである「Mongolia open Innovation and 

Co-creation for SDGs」(MICS)（2023年、2024年）、中小企業・SDGsビジネス支援事

業や草の根技術協力事業、日モビジネスフォーラム等、モンゴルに関わる現地関係者

が複数の事業やイベントにまたがって活動、協働して経験を共にすることで、緩やか

なネットワークが形成されつつある。本事業でも各種活動の企画・運営を協働で進め、

また過去のJICA事業関係者の参画や連携も促す等の工夫を行って、ネットワーク強化

とイノベーション促進を行い、エコシステムとしての競争力強化に取り組む。 

 

７．評価結果                                    

本事業は、当国の開発課題・開発政策並びに我が国及びJICAの協力方針等に合致し、

実施機関および関連機関の政策実施・改善能力強化、ICT産業法制度実施促進、現地企

業・スタートアップ経営能力強化を通じて、ICT産業振興に係るエコシステムの発展

に資するものであり、SDGsゴール8「包摂的で持続可能な経済成長とディーセント・ワ

ーク」及びゴール9「強靭なインフラの構築、包摂的で持続可能な工業化の促進とイノ

ベーションの育成」に貢献すると考えられることから、事業の実施を支援する必要性

は高い。 

 

８．今後の評価計画                                 

（１） 今後の評価に用いる主な指標      

４．のとおり。   

（２） 今後の評価スケジュール    
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事業開始６カ月以内  ベースライン調査   

事業終了３年後    事後評価    

 

 以  上 
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別紙 

共通留意事項 

１．必須項目 

（１）討議議事録（R/D）に基づく実施 

 

（２）C/Pのオーナーシップの確保、持続可能性の確保 

➢ 受注者は、オーナーシップの確立を充分に配慮し、C/Pとの協働作業を通じて、

C/Pがオーナーシップを持って、主体的にプロジェクト活動を実施し、C/P自ら

がプロジェクトを管理・進捗させるよう工夫する。 

➢ 受注者は、プロジェクト終了後の上位目標の達成や持続可能性の確保に向けて、

上記 C/Pのオーナーシップの確保と併せて、マネジメント体制の強化、人材育

成、予算確保等実施体制の整備・強化を図る。 

 

（３）プロジェクトの柔軟性の確保 

➢ 技術協力事業では、相手国実施機関等の職員のパフォーマンスやプロジェクトを

取り巻く環境の変化によって、プロジェクト活動を柔軟に変更することが必要と

なる。受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、開発効果

の最大化を念頭に置き、プロジェクトの方向性について発注者に提言する（評価

指標を含めた PDM（Project Design Matrix）、必要に応じて R/Dの基本計画の変

更等。変更に当たっては、受注者は案を作成し発注者に提案する）。 

➢ 発注者は、これら提言について、遅滞なく検討し、必要な対応を行う（R/D の変

更に関する相手国実施機関との協議・確認や本業務実施契約の契約変更等）。な

お、プロジェクト基本計画の変更を要する場合は、受注者が R/D変更のためのミ

ニッツ（案）及びその添付文書をドラフトする。 

 

（４）開発途上国、日本、国際社会への広報 

➢ 発注者の事業は、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に

資することを目的としている。このため、プロジェクトの意義、活動内容とその

成果を相手国の政府関係者・国民、日本国民、他ドナー関係者等に正しくかつ広

く理解してもらえるよう、発注者と連携して、各種会合等における発信をはじめ

工夫して効果的な広報活動に務める。 

 

（５）他機関/他事業との連携、開発インパクトの最大化の追求 

➢ 本業務は、発注者と相手国政府実施機関とが、プロジェクトに関して締結した討

議議事録（R/D）に基づき実施する。 
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（６）根拠ある評価の実施 

➢ プロジェクトの成果検証・モニタリング及びプロジェクト内で試行する介入活動

の効果検証にあたっては、定量的な指標を用いて評価を行う等、根拠（エビデン

ス）に基づく結果提示ができるよう留意する。 

 

  

➢ 発注者及び他機関の対象地域／国あるいは対象分野での関連事業（実施中のみな

らず実施済みの過去のプロジェクトや各種調査・研究等も含む）との連携を図

り、開発効果の最大化を図る。 

➢ 日本や国際的なリソース（政府機関、国際機関、民間等）との連携・巻き込みを

検討し、開発インパクトの最大化を図る。 
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別紙 

共通業務内容 

 

１．業務計画書およびワーク・プランの作成／改定 

➢ 受注者は、ワーク・プランを作成し、その内容について発注者の承認を得た上

で、現地業務開始時に相手国政府関係機関に内容を説明・協議し、プロジェクト

の基本方針、方法、業務工程等について合意を得る。 

➢ なお、業務を期分けする場合には第２期以降、受注者は、期初にワーク・プラン

を改訂して発注者に提出する。 

 

２．合同調整委員会（JCC）等の開催支援 

➢ 発注者と相手国政府実施機関は、プロジェクトの意思決定機関となる合同調整委

員会（Joint Coordinating Committee）もしくはそれに類する案件進捗・調整会

議（以下、「JCC」）を設置する。JCCは、1 年に 1度以上の頻度で、（R/Dのあ

る場合は R/Dに規定されるメンバー構成で）開催し、年次計画及び年間予算の承

認、プロジェクトの進捗確認・評価、目標の達成度の確認、プロジェクト実施上

の課題への対処、必要に応じプロジェクトの計画変更等の合意形成を行う。 

➢ 受注者は、相手国の議長（技術協力プロジェクトの場合はプロジェクトダイレク

ター）が JCC を円滑かつ予定どおりに開催できるよう、相手国政府実施機関が

行う JCC 参加者の招集や会議開催に係る準備状況を確認して、発注者へ適宜報告

する。 

➢ 受注者は 必要に応じて JCC の運営、会議資料の準備や議事録の作成等、最低限

の範囲で支援を行う。 

 

３．成果指標のモニタリング及びモニタリングための報告書作成 

➢ 受注者は、プロジェクトの進捗をモニタリングするため、定期的に C/Pと運営の

ための打ち合わせを行う。 

➢ 受注者は、発注者及び C/Pとともに事前に定めた頻度で（1年に 1回以上とす

る）発注者所定のモニタリングのための報告書を C/Pと共同で作成し、発注者に

提出する。モニタリング結果を基に、必要に応じて、プロジェクトの計画の変更

案を提案する。 

➢ 受注者は、上述の報告書の提出に関わらず、プロジェクト進捗上の課題がある場

合には、発注者に適宜報告・相談する。 

➢ 受注者は、プロジェクトの成果やプロジェクト目標達成状況をモニタリング、評

価するための指標、及び具体的な指標データの入手手段を確認し、C/Pと成果指



 

43 

 

標のモニタリング体制を整える。 

➢ プロジェクト終了の半年前の終了時評価調査など、プロジェクト実施期間中に発

注者が調査団を派遣する際には、受注者は必要な支援を行うとともに、その基礎

資料として既に実施した業務において作成した資料の整理・提供等の協力を行

う。 

 

４．広報活動 

➢ 受注者は、発注者ウェブサイトへの活動記事の掲載や、相手国での政府会合やド

ナー会合、国際的な会合の場を利用したプロジェクトの活動・成果の発信等、積

極的に取り組む。 

➢ 受注者は、各種広報媒体で使用できるよう、活動に関連する写真・映像（映像は

必要に応じて）を撮影し、簡単なキャプションをつけて発注者に提出する。 

 

５．業務完了報告書／業務進捗報告書の作成 

➢ 受注者は、プロジェクトの活動結果、プロジェクト目標の達成度、上位目標の達

成に向けた提言等を含めた業務完了報告書を作成し、発注者に提出する。 

➢ 業務実施契約を期分けする場合には、契約毎に契約期間中のプロジェクトの活動

結果、プロジェクト目標の達成度、次期活動計画等を含めた業務進捗報告書を作

成し発注者に提出する。 

➢ 上記報告書の作成にあたっては、受注者は報告書案を発注者に事前に提出し承認

を得た上で、相手国関係機関に説明し合意を得た後、最終版を発注者に提出す

る。 
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第３章 プロポーザル作成に係る留意事項 

１．プロポーザルに記載されるべき事項 

プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル

作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

（１）コンサルタント等の法人としての経験、能力 

１）類似業務の経験 

類似業務：ICT産業制度環境整備およびエコシステム振興に係る各種業務  

２）業務実施上のバックアップ体制等 

（２）業務の実施方針等 

１）業務実施の基本方針 

２）業務実施の方法 

＊ １）及び２）を併せた記載分量は、15ページ以下としてください。 

３）作業計画 

４）要員計画 

５）業務従事予定者ごとの分担業務内容 

６）現地業務に必要な資機材 

７）実施設計・施工監理体制（無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ） 

８）その他 

 

（３）業務従事予定者の経験、能力 

１）評価対象業務従事者の経歴 

プロポーザル評価配点表の「３．業務従事予定者の経験・能力」において評価

対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事

者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する経験を記載願います。 

・評価対象とする業務従事者の担当専門分野 

➢ 業務主任者／○○ 

※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。 

 

２）業務経験分野等 

評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付けの目安、業務経験地域、

及び語学の種類は以下のとおりです。 

【業務主任者（業務主任者／○○）格付の目安（２号）】 

                 

① 対象国及び類似地域：東・中央アジア及び全途上国地域 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
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② 語学能力：英語 

 

※ なお、類似業務経験は、業務の分野（内容）との関連性・類似性のある業務経験を

評価します。 

 

２．業務実施上の条件 

（１）業務工程 

業務は2026年1月上旬～2029年1月下旬にかけて実施する。 

 

（２）業務量目途と業務従事者構成案 

１）業務量の目途 

  約 ４９.９２ 人月 

 

２）渡航回数の目途 延べ５２回 

なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。 

 

（３）現地再委託 

以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人（ローカルコンサルタント等）

への再委託を認めます。 

➢ WG・Sub-WGs運営支援 

➢ 海外市場展開支援プログラム（中央アジア・日本） 

➢ ナショナルアクセラレータープログラム 

➢ リージョナルアクセラレータープログラム 

➢ ハッカソンイベント 

 

（４）配付資料／公開資料等 

１）配付資料 

➢ モンゴル国「ICT産業振興プロジェクト」詳細計画策定調査結果とりまとめ

資料 

➢ モンゴル国「ICT産業振興プロジェクト」R/D 

➢ モンゴル国「ICT・デジタル産業及びスタートアップ振興情報収集・確認調

査」ファイナルレポート 

２）公開資料 

➢ モンゴル国「Baseline survey of the Mongolian start-up ecosystem」

（2022）成果品 
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https://www.jica.go.jp/english/overseas/mongolia/information/topics/2

022/220413.html 

➢ モンゴル国「Baseline survey of the Mongolian startup ecosystem 

2023」（2023）成果品 

https://www.jica.go.jp/overseas/mongolia/sjp04ove1698/__icsFiles/afie

ldfile/2024/08/28/Summary.pdf 

https://www.jica.go.jp/overseas/mongolia/sjp04ove1698/__icsFiles/afie

ldfile/2024/08/28/Final.pdf 

 

（５）対象国の便宜供与 

概要は、以下のとおりです。なお、詳細については、R/Dを参照願います。 

 便宜供与内容  

１ カウンターパートの配置 有 

２ 通訳の配置（日本語⇔モンゴル語） 無 

※実施機関との間では英語可

ですが、一部の関係機関や民間

企業とのコミュニケーション

はモンゴル語となります。 

３ 執務スペース 有 

４ 家具（机・椅子・棚等） 有 

５ 事務機器（コピー機等） 無 

６ Wi-Fi 有 

 

（６）安全管理 

１）現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況につい

ては、JICAモンゴル事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現

地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分

に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地

方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と

緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現地業務中における安全

管理体制をプロポーザルに記載してください。また、契約締結後は海外渡航

管理システムに渡航予定情報の入力をお願いします。詳細はこちらを参照く

ださい。

https://www.jica.go.jp/about/announce/information/common/2023/2024030

8.html 

https://www.jica.go.jp/english/overseas/mongolia/information/topics/2022/220413.html
https://www.jica.go.jp/english/overseas/mongolia/information/topics/2022/220413.html
https://www.jica.go.jp/overseas/mongolia/sjp04ove1698/__icsFiles/afieldfile/2024/08/28/Summary.pdf
https://www.jica.go.jp/overseas/mongolia/sjp04ove1698/__icsFiles/afieldfile/2024/08/28/Summary.pdf
https://www.jica.go.jp/overseas/mongolia/sjp04ove1698/__icsFiles/afieldfile/2024/08/28/Final.pdf
https://www.jica.go.jp/overseas/mongolia/sjp04ove1698/__icsFiles/afieldfile/2024/08/28/Final.pdf
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Fabout%2Fannounce%2Finformation%2Fcommon%2F2023%2F20240308.html&data=05%7C02%7CMatsushita.Yuichi%40jica.go.jp%7Cad1d26f47eb246d7d79b08dc8b97a4c5%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638538730614328801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=inp4JO0UTyOF6FBiCs3AlqcrR%2BeK1Sq%2F88%2FHgjr7%2B4c%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Fabout%2Fannounce%2Finformation%2Fcommon%2F2023%2F20240308.html&data=05%7C02%7CMatsushita.Yuichi%40jica.go.jp%7Cad1d26f47eb246d7d79b08dc8b97a4c5%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638538730614328801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=inp4JO0UTyOF6FBiCs3AlqcrR%2BeK1Sq%2F88%2FHgjr7%2B4c%3D&reserved=0
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３．プレゼンテーションの実施 

プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実

施要領で業務主任者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めま

す。 

注）Microsoft-Teamsによる実施を基本とします。詳細につきましては、別添「プレゼ

ンテーション実施要領」を参照してください。 

 

４．見積書作成にかかる留意事項 

本件業務を実施するのに必要な経費の見積書（内訳書を含む。）の作成に当たって

は、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」最新版を参照してくだ

さい。 

（ URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html） 

 

（１）契約期間の分割について 

第 1章「１. 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割され

ることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して

下さい。 

 

（２）上限額について 

本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場

合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外と

しますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、

別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。 

別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか

否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとしま

す。 

① 超過分が切り出し可能な場合：超過分のみを別提案・別見積として提案します。 

② 超過分が切り出し可能ではない場合：当該業務を上限額の範囲内の提案内容と

し、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。 

（例）セミナー実施について、オンライン開催（上限額内）のA案と対面開催（上

限超過）のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積には

A案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することを

プロポーザルに記載の上、別見積となる経費（B案の経費）とともに別途提出しま

す。 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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【上限額】 

２４７，９７２，０００円（税抜） 

 

※ 上記の金額は、下記（３）別見積としている項目、及び（４）定額計上としている

項目を含みません（プロポーザル提出時の見積には含めないでください）。 

※ 本見積が上限額を超えた場合は失格となります。 

 

（３）別見積について（評価対象外） 

以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに

該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や下記

のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担

とします。 

 

１） 直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの 

２） 上限額を超える別提案に関する経費 

３） 定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案

に関する経費 

 

（４）定額計上について（該当する□にチェック） 

■ 本案件は定額計上があります（６８，０００，０００円（税抜））。 

以下の費目を定額計上とします。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契

約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。 

また、プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載くださ

い。この提案はプロポーザル評価に含めます。定額を超える別提案をする場合は別見

積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザ

ルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者からの見積に

よる積算をするかを契約交渉において決定します。 

定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確

定します。 

 

 対象とする経費 該当箇所 金額（税抜） 金額に含まれる範囲 費用項目 

1 WG・Sub-WGs運営

支援 

「第２章  第

４条 ２．（１）

②成果１に関

12,000,000円 WG・Sub-WGs運営支

援。3年間分。 

再委託 
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わる活動」 

2 海外市場展開支

援 プ ロ グ ラ ム

（中央アジア・

日本） 

「第２章  第

４条 ２．（１）

④成果３に関

わる活動」 

22,000,000円 活動3-1のメンタリ

ング・ビジネストレ

ーニング、および活

動3-3ビジネストリ

ップ（中央アジア・

日本）実施・運営支

援。2回/プロジェク

ト期間分。ビジネス

トリップ関連費用に

おいては参加企業の

旅費・交通費、通訳

費含む。 

再委託 

3 ナショナルアク

セラレータープ

ログラム 

「第２章  第

４条 ２．（１）

⑤成果４に関

わる活動」 

12,000,000円 活動4-1のナショナ

ルアクセラレーター

プログラム実施・運

営支援。2回/プロジ

ェクト期間分。 

再委託 

4 リージョナルア

クセラレーター

プログラム 

「第２章  第

４条 ２．（１）

⑤成果４に関

わる活動」 

12,000,000円 活動4-2のリージョ

ナルアクセラレータ

ープログラム実施・

運営支援。2回/プロ

ジェクト期間分。 

再委託 

5 ハッカソンイベ

ント 

「第２章  第

４条 ２．（１）

⑥成果４に関

わる活動」 

10,000,000円 活動5-2のハッカソ

ンイベント実施・運

営支援。2回/プロジ

ェクト期間分。 

再委託 

 

 

（５）見積価格について 

各費目にて合計額（税抜き）で計上してください。 

（千円未満切捨て不要） 

 

（６）旅費（航空賃）について 

効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。 

払戻不可・日程変更不可等の条件が厳しい正規割引運賃を含め最も経済的と考え
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られる航空賃、及びやむを得ない理由によりキャンセルする場合の買替対応や変更

手数料の費用（買替対応費用）を加算することが可能です。買替対応費用を加算す

る場合、加算率は航空賃の10％としてください（首都が紛争影響地域に指定されて

いる紛争影響国を除く）。 

 

（７）機材について 

業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争

参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。 

 

（８）外貨交換レートについて 

１）JICAウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。 

（URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html） 

 

別紙：プロポーザル評価配点表 

別添：プレゼンテーション実施要領 

 

 

  

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html
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別紙 

プロポーザル評価配点表 

評 価 項 目 配 点 

１．コンサルタント等の法人としての経験・能力 （10） 

（１）類似業務の経験 6 

（２）業務実施上のバックアップ体制等 （4） 

ア）各種支援体制（本邦／現地） 3 

イ）ワークライフバランス認定 1 

２．業務の実施方針等 （70） 

（１）業務実施の基本方針、業務実施の方法 60 

（２）要員計画／作業計画等 (10) 

ア）要員計画 5 

イ）作業計画 5 

３．業務従事予定者の経験・能力 （20） 

（１）業務主任者の経験・能力／業務管理グループの評価 
業務主任

者のみ 

業務管理 

グループ/体制 

① １）業務主任者の経験・能力：業務主任者／○○ （20） （8） 

ア）類似業務等の経験 10 4 

イ）業務主任者等としての経験 4 2 

ウ）語学力 4 1 

エ）その他学位、資格等 2 1 

② ２）副業務主任者の経験・能力：副業務主任者／○○ （－） （8） 

ア）類似業務等の経験 － 4 

イ）業務主任者等としての経験 － 2 

ウ）語学力 － 1 

エ）その他学位、資格等 － 1 

③ ３）業務管理体制 （－） （4） 
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別添 

プレゼンテーション実施要領 

 

プレゼンテーションは業務主任者（業務管理グループを提案する場合には、業務主

任者又は副業務主任者、もしくは両者が共同で）が行ってください。なお、業務主任

者以外に１名（業務管理グループを提案する場合には、業務主任者又は副業務主任者

以外に１名）の出席を認めます。また、実施時の資料についてはプロポーザル提出時

に併せてご提出ください。 

 

１．実施時期： 「第１章 企画競争の手続き」の「２．（３）日程」参照 

（各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。） 

 

２．実施方法：Microsoft-Teams による（発言時カメラオンでの）実施を基本としま

す。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡

いたします。その際に、接続に不具合が生じる可能性がある場合は、電話会議など

に方法の調整をいたしますので申し出てください。 

 

（１）一社あたり最大、プレゼンテーション１０分、質疑応答１５分とします。 

（２）使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。 

① Microsoft-Teamsを使用する会議 

競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用いての Microsoft-

Teams のカメラオンでのプレゼンテーションです。（Microsoft-Teams による資料

の共有・表示は、プロポーザル提出時に提出された資料を含めて、（システムが不

安定になる可能性があることから）行いません。）指定した時間に Teams の会議

室へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや

費用については、競争参加者の責任・負担とします。 

② 電話会議 

通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼ

ンテーション参加者から JICA が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただ

き、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。  

 

注）JICA在外事務所及び国内機関の JICA-Netの使用は認めません。 

 

以 上 


